
近代における「在家勤行法則」の成立と構造
　
　

１　

は
じ
め
に

　

近
代
は
、
日
本
の
仏
教
界
に
と
っ
て
大
き
な
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
は
、
神
道

の
国
教
化
に
む
け
て
「
神
仏
分
離
令
」
が
発
布
さ
れ
、
そ
れ
以
後
、
余
波
と
し
て
廃
仏
毀
釈
が
全
国
に
広
ま
り
、
仏
像
・
仏
具
が
破

壊
さ
れ
、
寺
院
の
統
廃
合
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
発
布
さ
れ
た
「
社
寺
領
上
知
令
」
に
よ
り
、
寺
院

の
経
済
基
盤
は
縮
減
さ
れ
、
ま
た
「
宗
門
人
別
改
正
」
の
廃
止
に
よ
っ
て
寺
檀
関
係
を
維
持
す
る
公
的
根
拠
を
喪
失
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
未
曾
有
の
危
機
に
対
処
す
る
た
め
、
仏
教
界
全
体
の
傾
向
と
し
て
、
国
家
と
の
結
び
付
き
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

檀
信
徒
と
の
新
た
な
関
係
構
築
を
模
索
す
る
方
向
に
な
っ
た
。
特
に
真
言
宗
で
は
、
近
代
以
降
、
積
極
的
に
檀
信
徒
へ
の
布
教
・
教

化
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
流
れ
が
現
代
に
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
る
。

　

現
在
、
真
言
宗
智
山
派
（
以
下
、
本
宗
）
で
は
、
教
化
の
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
檀
信
徒
と
と
も
に
『
智
山
勤
行
式（

（
（

』
を
唱
和
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す
る
こ
と
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、『
智
山
勤
行
式
』
を
は
じ
め
、
在
家
者
の
た
め
の
法
則
次
第
を
一
括
し
て
、「
在
家
勤

行
法
則
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
「
在
家
勤
行
法
則
」
が
、
編
纂
さ
れ
世
に
流
布
し
は
じ
め
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
福
田
良
歡
の
論
文（

2
（

に

よ
れ
ば
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
十
一
月
、
高
野
山
で
開
催
さ
れ
た
真
言
宗
初
の
布
教
会
議
に
お
い
て
、
在
家
者
の
た
め
の
法

則
次
第
の
統
一
が
問
題
に
さ
れ
、
は
じ
め
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、「
在
家
勤
行
法
則
」
の
出
現
こ
そ
が
、
真
言
宗
に

お
け
る
近
代
化
の
一
側
面
を
物
語
る
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

　

本
論
で
は
、
明
治
期
に
編
纂
さ
れ
た
複
数
の
在
家
勤
行
法
則
を
照
覧
す
る
と
と
も
に
、
服
部
鑁
海
（
一
八
四
六
～
一
九
〇
九
）
著

『
在
家
勤
行
法
則
和
解
』
に
よ
っ
て
、
明
治
初
期
に
お
け
る
理
解
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

２　
「
在
家
勤
行
法
則
」
の
資
料

　

明
治
期
に
出
版
さ
れ
た
「
在
家
勤
行
法
則
」
は
数
多
く
あ
り
、
簡
略
な
も
の
か
ら
、
広
範
な
も
の
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
本
論
で

は
、
当
時
か
ら
広
く
流
布
し
た
で
あ
ろ
う
『
智
山
勤
行
式
』
と
同
類
の
も
の
に
限
定
し
て
、
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
、
取
り
上
げ
た
い
。

①
三
條
西
乗
禅
著
『
在
家
勤
行
法
則
』

［
著
述
人
］
三さ
ん

條じ
ょ
う

西に
し

乗じ
ょ
う

禅ぜ
ん

（
東
京
府
華
族
）　
［
出
版
人
］
原 
心
猛
（
島
根
県
平
民
）

［
出
版
日
］
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
十
一
月
一
日
出
版
御
届　

同
年
十
一
月
五
日
出
版　

　

当
法
則
こ
そ
が
、真
言
宗
で
は
じ
め
て
編
纂
さ
れ
た
公
式
の「
在
家
勤
行
法
則
」で
あ
る
。
著
述
者
で
あ
る
三
條
西
乗
禅（
一
八
四
四

～
一
八
八
八
）
は
、
東
寺
（
教
王
護
国
寺
）
の
住
職
で
、
一
宗
一
管
長
制
の
制
定
後
の
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）、
初
の
真
言
宗
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管
長
に
就
任
し
た
僧
で
あ
る
。
次
に
引
く
『
在
家
勤
行
法
則
和
解
』
に
よ
れ
ば
、
当
法
則
は
、
真
言
宗
管
長
で
あ
っ
た
三
條
西
乗
禅

の
発
案
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
管
長
就
任
の
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
祕
密
眞
言
の
教
意
ハ
。
甚
深
微み

妙め
う

に
し
て
。
淺せ
ん

智ち

の
者
ハ
曉あ
き
らむ

べ
き
を
容よ
う

易い

な
ら
ざ
る
が
故
に
。
在
家
男
女
の
輩
に
至
て
ハ
。

安
心
領り
や
う

觧げ

せ
ん
を
尤
も
つ
と
も

易や
す

か
な
ら
ざ
る
を
以
て
。
東
寺
一
の
長
者
三
條
西
乘
禪
教
正
大
に
之
を
歎な
け

き
給
ひ
。
在
家
男
女
の
輩
を

し
て
。
早
く
密
宗
の
宗
意
を
領
觧
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
が
為
。
に
経
き
や
う

軌き

の
旨し

趣し
ゆ

に
基も
と

づ
き
て
。
眞
言
安
心
と
光
明
眞
言
と

の
。
兩
和
讚
を
示
し
給
ひ
し
こ
と
な
れ
バ
、
…
…
」（
十
三
丁
表
～
裏
）

 

＊
引
用
文
中
の
傍
線
は
筆
者
が
加
え
た
。
ま
た
、
ル
ビ
は
原
文
を
忠
実
に
写
し
た
。
以
下
同
。

　

当
法
則
は
、
時
の
真
言
宗
管
長
名
を
冠
す
る
も
の
で
あ
り
、
新
義
・
古
義
と
い
っ
た
垣
根
を
越
え
、
合
同
の
真
言
宗
内（

3
（

で
、
広
く

統
一
的
な
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
の
出
版
ま
で
の
過
程
は
、
服
部
鑁
海
述
『
布
教
実
歴
談
』
中
に
、
断
片
的
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
在
家
勤
行
法
則
」

と
い
う
名
称
に
は
、
次
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
始
め
て
拵
へ
た
時
に
は
表
紙
の
表
題
を
單
に
在
家
勤
行
法
則
と
し
た
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
。
…
（
中
略
）
…
始

め
眞
言
の
二
字
を
入
れ
な
ん
だ
精
神
は
自
他
宗
の
別
な
く
在
家
一
般
の
も
の
に
用
ひ
し
め
や
う
と
の
考
へ
で
あ
り
ま
す（

（
（

」

　

当
法
則
と
『
智
山
勤
行
式
』
と
を
比
較
す
る
と
、「
般
若
心
経
」
は
収
録
さ
れ
ず
、末
尾
に
和
讃
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

ま
た
宝
号
「
南
無
大
師
遍
照
金
剛
」
の
箇
所
で
は
、「
但
し
興
教
大
師
等
信
仰
祖
師
の
宝
号
ハ
随
意
加
唱
す
へ
し
」
と
、
ま
た
和
讃

の
箇
所
で
、「
但
し
経
陀
羅
尼
及
ひ
大
師
和
讃
等
随
意
加
唱
え
る
ゝ
と
も
あ
る
へ
し
」
と
の
注
記
が
見
ら
れ
る
。

― 23（ ―



現代密教　第22号

②
中
村
十
郎
翻
刻
『
在
家
勤
行
法
則
』（
真
言
宗
法
務
所
蔵
版
）

［
翻
刻
人
］
中
村
十
郎
（
福
岡
県
士
族
）　
［
発
売
書
林
］
古
賀
鳴
文
堂

［
出
版
日
］
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
七
月
六
日
翻
刻
御
届　

同
年
十
二
月
刻
成

　

①
『
在
家
勤
行
式
』
と
基
本
的
に
同
じ
内
容
で
あ
り
、
改
版
さ
れ
た
法
則
と
推
測
さ
れ
る
。

③
吉
堀
慈
恭
著
『
在
家
勤
行
法
則
四
和
讃
』

［
著　

者
］
吉
堀
慈
恭　
［
著
作
相
続
人
］
鈴
木
恭
如　
［
発
行
兼
印
刷
者
］
藤
井
佐
兵
衛

［
出
版
日
］
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
八
月
二
十
一
日
印
刷　

同
年
十
月
十
五
日
出
版

　

著
者
で
あ
る
吉
堀
慈
恭
（
一
八
四
四
～
一
八
九
〇
）
は
、
智
山
の
上
品
蓮
台
寺
の
僧
で
、
弘
法
大
師
一
千
五
十
年
遠
忌
法
会
事
務

総
裁
、
新
義
派
大
学
林
創
立
事
務
長
、
新
義
派
顧
問
を
歴
任
し
た
。
ま
た
大
内
青
巒
と
と
も
に
『
明
教
新
誌
』
の
発
刊
に
携
わ
る
等
、

特
に
大
衆
教
化
に
お
い
て
活
躍
し
た
僧
で
も
あ
る
。

　

当
法
則
の
特
徴
は
、
勤
行
前
の
前
作
法
と
し
て
、「
一　

毎
朝
夕
佛
前
ヲ
清
浄
ニ
掃
除
シ
テ 

先
ツ
手
ヲ
洗
ヒ
口
ヲ
漱
キ 

香
華
燈
明

等
ヲ
備
ヘ
手
ニ
念
珠
ヲ
懸
ケ 

先 

於
佛
前
三
禮　
五
體
投
地

」
と
記
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
三
帰
・
三
竟
・
十
善
戒
の
箇
所
で
は
、「
弟
子
某

甲
（
姓
名
ヲ
加

）」
と
具
体
的
に
名
前
を
入
れ
て
読
む
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
①
の
法
則
と
同
様
、
宝
号
の
箇
所
で
は
、「
但
し
興
教

大
師
等
信
仰
祖
師
の
宝
号
及
両
界
大
日
如
来
真
言
等
ハ
随
意
ニ
加
ヘ
テ
唱
フ
ベ
シ
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

④
岩
城
元
随
編
『
在
家
勤
行
法
則
』（
密
教
和
訓
）

［
編
纂
者
］
岩
城
元
随　
［
発
行
者
兼
印
刷
］
藤
井
佐
兵
衛
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［
出
版
日
］
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
三
月
三
十
一
日
印
刷　

同
年
四
月
五
日
発
行

　

当
法
則
の
特
徴
は
、「
般
若
心
経
」
を
は
じ
め
、「
法
身
偈
」「
般
若
心
経
秘
鍵
并
序
」
を
加
え
、
ま
た
宝
号
と
し
て
「
南
無
聖
宝

理
源
大
師
」「
南
無
興
教
大
師
」
を
挙
げ
る
。
ま
た
同
宝
号
の
箇
所
で
は
、「
但
し
経
陀
羅
尼
及
び
和
讃
等
随
意
加
唱
す
る
こ
と
も
あ

る
べ
し
」
と
注
記
す
る
。

　

以
上
の
法
則
①
～
④
に
収
録
さ
れ
る
経
文
・
真
言
に
よ
っ
て
、
対
照
表
を
作
成
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

前 作 法 三 礼

懺 悔 文

三 帰 三 竟

十 善 戒

発菩提心真言

三摩耶戒真言

光 明 真 言

宝 号

和 讃

回 向

備 考

①

−

○

○

○

○

○

○

遍照金剛

真言安心
光明真言

○

真
言
宗
初
の
統
一
的
在
家
勤

行
法
則
。

②

−

○

○

○

○

○

○

遍照金剛

真言安心
光明真言

○

①
法
則
と
ほ
ぼ
同
じ
。

③

○

○

○

○

○

○

○

遍照金剛

真言安心
光明真言
弘法大師
興教大師

○

「
前
作
法
」「
三
礼
」
の
実
修

を
明
記
す
る
。

④

−

○

○

○

○

○

○

遍照金剛
理源大師
興教大師

−

○

宝
号
の
後
、「
般
若
心
経
」「
法

身
偈
」「
秘
鍵
」
を
加
え
る
。
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次
に
「
在
家
勤
行
法
則
」
の
解
説
本
と
し
て
、
服
部
鑁
海
著
『
在
家
勤
行
法
則
和
解
』
を
取
り
上
げ
た
い
。

●
服
部
鑁
海
著
『
在
家
勤
行
法
則
和
解
』（
真
言
宗
法
務
所
蔵
版
：
以
下
『
和
解
』
と
省
略
）

［
著
述
人
］
服
部
鑁
海
（
和
歌
山
県
平
民
）　
［
校
正
・
出
版
人
］
土
宜
法
龍
（
埼
玉
県
平
民
）

［
発
売
書
林
］
森
江
佐
七
（
東
京
府
平
民
）

［
出
版
日
］
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
十
月
六
日
出
版
御
届　

同
年
十
一
月
刻
成

　
『
和
解
』
の
次
第
配
列
は
、
前
年
に
出
版
さ
れ
た
、
法
則
①
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
記
は
な
い
も
の
の
付
随
す
る
解
説
本

と
考
え
ら
れ
る
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
法
則
①
は
、
真
言
宗
初
の
統
一
的
「
在
家
勤
行
法
則
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
『
和
解
』
は
、

明
治
初
期
、
真
言
宗
に
お
け
る
理
解
の
基
準
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

著
者
で
あ
る
服
部
鑁
海
（
一
八
四
六
～
一
九
〇
九
）
は
、
高
野
山
を
中
心
に
修
学
し
、
東
寺
定
額
僧
や
大
講
義
、
布
教
練
習
所
講

師
を
勤
め
、
特
に
布
教
の
向
上
に
尽
力
し
た
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
実
践
に
関
連
し
て
、
光
明
真
言
に
木
魚
を
合
わ
せ
、「
オ

ン
ア
ボ
キ
ャ
ー
ベ
イ
ロ
シ
ャ
ノ
ー
マ
カ
ボ
ダ
ラ
ー
」
と
長
く
引
き
唱
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
僧
で
も
あ
る（

（
（

。

　

こ
の
服
部
鑁
海
の
人
柄
と
功
績
に
つ
い
て
、
長
谷
寶
秀
（
一
八
六
九
～
一
九
四
八
）
は
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
六
月
に
智
山

派
宗
務
所
で
開
催
さ
れ
た
全
国
布
教
師
講
演
会
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
皆
さ
ん
も
御
承
知
で
あ
り
ま
せ
う
が
、明
治
時
代
に
服
部
鑁
海
僧
正
と
い
ふ
御
方
が
あ
り
ま
し
た
。伊
豫
の
仙
龍
寺
の
住
職
で
、

誠
に
温
厚
な
大
徳
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
は
明
治
時
代
に
我
宗
の
布
教
安
心
を
定
め
た
人
で
、
我
が
宗
布
教
上
の
大
功
労
者

で
あ
り
ま
す
。
昔
は
我
が
宗
で
は
説
教
な
ど
は
せ
な
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す（

（
（

。」

　

服
部
鑁
海
は
、
真
言
宗
内
に
布
教
・
説
法
を
根
付
か
せ
る
た
め
、
本
願
寺
の
総
会
所
に
通
い
、
真
宗
の
説
教
を
研
究
し
、
終
に
は
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近代における「在家勤行法則」の成立と構造
『
密
宗
安
心
教
示
章
』
一
巻
を
大
教
院
よ
り
出
版
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
『
密
宗
安
心
教
示
章
』
に
見
ら
れ
る
安
心
論
に
つ
い
て
、

長
谷
寶
秀
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
我
宗
の
布
教
上
の
安
心
は
此
に
至
っ
て
始
め
て
定
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
安
心
の
趣
意
は
、
上
下
二
根
を
分
け
て
、

上
根
は
三
密
雙
修
即
身
成
佛
、
下
根
は
一
密
口
唱
往
生
淨
土
と
定
め
、
布
教
は
多
く
在
家
に
對
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
專
ら

光
明
眞
言
を
唱
へ
て
淨
土
往
生
を
顯
は
し
め
る
方
に
重
き
を
置
い
て
説
く
の
で
あ
り
ま
す（

（
（

。」

　

次
項
以
降
に
検
証
す
る
と
お
り
、『
和
解
』
は
、
ま
さ
に
同
様
の
安
心
論
に
も
と
づ
き
、
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
明
治

期
に
出
版
さ
れ
た
解
説
本
は
、『
真
言
宗
檀
信
徒
教
本（

（
（

』
等
、
複
数
存
在
す
る
が
、
本
論
で
は
、
特
に
『
和
解
』
に
絞
り
、
明
治
初
期
、

真
言
宗
に
お
け
る
「
在
家
勤
行
式
」
の
理
解
の
あ
り
方
、
檀
信
徒
布
教
の
一
端
を
窺
う
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

３　
『
在
家
勤
行
法
則
和
解
』
の
構
造
と
理
解
の
あ
り
方

　
『
和
解
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
次
第
配
列
で
、
経
文
や
和
讃
、
諸
真
言
・
宝
号
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

［
１
］
懺
悔
文　
［
２
］
三
帰
・
三
竟　
［
３
］
十
善
戒　
［
４
］
発
菩
提
心
真
言　
［
５
］
三
昧
耶
戒
真
言

［
６
］
光
明
真
言　
［
７
］
高
祖
宝
号　
［
８
］
和
讃
（
Ａ
真
言
安
心
和
讃
／
Ｂ
光
明
真
言
和
讃
）　
［
９
］
回
向

　

内
容
的
に
は
、［
８
］
両
和
讃
に
対
す
る
解
説
が
多
く
、
光
明
真
言
の
功
徳
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
『
和
解
』
の
特
徴
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。『
和
解
』
に
は
、
現
代
で
は
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
伝
統
的
理
解
が
散
見
さ
れ
、
布
教
の
ル
ー
ツ
を
辿
る
上
で
も

貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
以
降
、
次
第
配
列
に
し
た
が
っ
て
、
明
治
初
期
に
お
け
る
理
解
の
あ
り
方
を
整
理
し
た
い
。
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［
１
］
懺
悔
文

　

合
掌
し
て
懺
悔
文
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
悪
五
逆
の
罪
過
を
消
滅
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。
逆
に
素
直
に
懺
悔
せ
ず
、
罪
過
を
隠
す
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ

の
罪
業
は
ま
す
ま
す
重
く
な
る
と
誡
め
て
い
る
。

　
「
皆
悉
く
消せ
う

滅め
つ

せ
し
め
給
へ
と
念ね
ん

じ
て
。
聊
い
さ
ゝ
かも

罪
を
か
く
す
こ
と
勿な
か

れ
。
か
く

す
時
ハ
罪
業
ま
す
ま
す
重お
も

し
。故
に
涅ね

槃は
ん

經ぎ
や
うに

ハ
。若も
し

作つ
く

り
し
罪
を
覆お
ほ

ひ
藏か
く

せ
バ
。

其
罪
ま
す
ま
す
増ぞ
う

長ぢ
や
うす
」（
一
丁
左
）

　

ま
た
、「
日ひ
ゞ日ゝ
に
造
り
し
罪
ハ
。
塵ち
り

ほ
こ
り
。
懺
悔
の
文
ハ
箒は
う
きな
り
け
り
」
と
い
う

古
歌
を
引
き
、「
此
文
を
箒は
う
きと

し
て
。
日
日
に
心
の
掃さ
う

除じ

怠お
こ
たり

な
く
。
懺
悔
し
奉
る
べ

き
こ
と
肝
要
な
り
」
と
諭
し
て
い
る
。
庶
民
が
日
常
使
用
す
る
箒
を
も
っ
て
、
懺
悔

文
の
効
用
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
、『
和
解
』
の
性
格
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
］
三
帰
・
三
竟

　

冒
頭
、「
帰
依
」
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
し
た
後
、
三
帰
依
文
を
受
持
す
る
心
得
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
か
く
三
歸
依
の
名
字
ハ
聞
く
す
ら
難
し
と
す
る
な
れ
バ
。
況い
は
んや
自
み
つ
か
ら

唱と
な

へ
自
み
つ
か
ら

受じ
ゆ

持ぢ

す
る
ハ
。
實
に
遇あ

ひ
易や
す

か
ら
ざ
る
御
縁え
ん

ぞ
と
歓
く
わ
ん

喜き

し
て
。
日
夜
佛
前
に
向
ふ
ご
と
に
三
遍
宛づ
ゝ

之
を
唱
へ
て
。
深
く
三
寶
に
歸
依
し
奉
る
べ
し
」（
三
丁
表
）

　

仏
前
に
お
い
て
朝
暮
三
度
に
唱
え
る
こ
と
を
勧
め
る
が
、
こ
の
実
践
は
、
以
降
の
「
三
竟
」
を
は
じ
め
、「
十
善
戒
」「
発
菩
提
心
」

「
三
昧
耶
戒
真
言
」
等
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「在家の衆 寺参りの図」（『和解』三丁表）
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近代における「在家勤行法則」の成立と構造
［
３
］
十
善
戒

　

十
善
戒
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
他
の
箇
所
に
比
べ
、
独
特
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
戒
律
の
遵
守
と
い
う
個
人
的

な
行
動
が
、
個
々
の
安
寧
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
家
の
利
益
に
つ
な
が
る
と
説
い
て
お
り
、『
和
解
』
の
性
格
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。

　
「
凡
そ
人
間
界
へ
生
を
受う
け

得
た
る
者
ハ
。
上
下
貴き

賤せ
ん

の
差し
や

別べ
つ

な
く
。
必
か
な
ら
す

持た
も

つ
べ
き
戒
な
れ
バ
。
是
を
根
本
性
戒
と
い
ふ
。
故

に
吾
高
祖
大
師
ハ
。
顯
密
の
諸
戒
。
皆
十
善
を
本
と
す
と
演の
べ

給
へ
り
。
人
能よ

く
一
善
を
行
ず
れ
バ
。
則
一
惡
を
去
り
。
一
惡
を

去
れ
バ
。
則
一
刑け
い

を
息や

む 
一
刑
家
に
息
め
バ
。
萬
刑
國
に
息
む
道
理
な
り
。
然
る
に
刑け
い

法は
う

と
云
者
ハ
。
國
を
治を
さ

め
民
を
安
ず

る
の
要よ
う

具ぐ

に
て
。
之
を
人
民
に
公こ
う

布ふ

す
る
ハ
。
終つ
ひ

に
刑
を
措お

く
に
至
ら
し
む
る
を
要も
と

む
れ
バ
な
り
。
仍よ
つ

て
刑
ハ
無
刑
を
期き

す
る

に
在
り
。
無
刑
に
至
る
を
期
せ
ん
と
欲
せ
バ
。
先ま
づ

天
下
の
人
民
を
受
持
せ
し
む
る
に
如し

か
ら
ず
。
さ
れ
バ
治
國
の
要
ハ
。
此
十

善
に
過す
ぎ

た
る
者
あ
る
べ
か
ら
ず
。
原も
と

よ
り
鎮ち
ん

護ご

國こ
く

家か

を
本
と
し
。
白
び
や
く

浄ぢ
や
う

信し
ん

心ゝ
を
旨む
ね

と
す
る
」（
四
丁　

表
～
裏
）

　

こ
こ
で
は
、
戒
律
遵
守
の
流
れ
を
、
個
人
か
ら
家
族
、
家
族
か
ら
国
家
全
体
へ
と
波
及
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
全

て
の
刑
罰
は
な
く
な
り
、
治
国
・
鎮
護
国
家
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
背
後
に
は
、
本
文

中
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
慈
雲
尊
者
飲
光
（
一
七
一
八
～
一
八
〇
四
）
の
戒
律
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
十
善
一
一
の
畧
り
や
く

釋し
や
くハ
幸
さ
い
は
い

此
頃こ
ろ

。
後
桃
園
天
皇
の
勅
ち
よ
く

請し
や
うに
依
て
。
葛
か
つ
ら

城き

の
慈じ

雲う
ん

律り
つ

師し

が
著ち
よ

述じ
ゆ
つし
給
ひ
し
所
の
。
十
善
畧
説
を

得
た
れ
ハ
。
之
を
録ろ
く

出し
ゆ
つし

て
畧
觧
に
代
ふ
。
其
益や
く

又
余
が
觧げ

釋し
や
くに

幾い
く

倍ば
い

な
る
を
信
ず
れ
バ
な
り
」（
四
丁
裏
）

　
「
右
慈
雲
律
師
の
説
示
し
給
へ
る
所
を
よ
く
よ
く
領
り
や
う

觧げ

し
。
我
身
の
鑑か
ん

戒か
い

と
す
べ
き
な
り
」（
八
丁
表
）

　

慈
雲
は
、
江
戸
中
期
の
真
言
僧
で
、
日
本
の
梵
語
学
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
十
善
戒
の
実
践
を
す
す
め
、『
十
善
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法
語
』
等
の
著
作
を
残
し
て
い
る
。『
和
解
』
で
は
、
慈
雲
の
数
あ
る
著
作
の
中
で
も
、『
十
善
略
説（

9
（

』
と
呼
ば
れ
る
小
著
の
全
文
を

引
用
し
、
次
表
の
ご
と
く
、
個
別
の
戒
相
に
お
い
て
も
、
特
に
国
体
と
結
び
つ
け
て
解
説
し
て
い
る
。

十
善
戒
全
体
「
十
善
と
ハ
。
聖せ
い

主し
ゆ

の
天て
ん

命め
い

を
う
け
て
。
萬
民
を
撫ぶ

育い
く

す
る
の
法
な
り
。
此
法
ち
か
く
ハ
人
と
な
る
道
に
し
て
。

遠
く
ハ
佛
の
萬
徳
を
成
就
す
る
な
り
」

第
一
不
殺
生
戒
「
總
じ
て
聖
主
ハ
。
萬
民
を
赤せ
き

子し

の
如
く
お
ぼ
し
め
さ
せ
給
ひ
て
。
其
恩お
ん

禽き
ん

獸ぢ
や
うに

お
よ
ぶ
事
な
り
」

第
二
不
偸
盗
戒
「
國
家
の
冨ふ

榮え
い

な
り
」

第
三
不
邪
婬
戒
「
家
の
治
ま
り
國
の
治
ま
る
」

第
四
不
妄
語
戒
「
普ふ

天て
ん

率そ
つ

土と

み
な
誠ま
こ
とを
盡つ
く

し
て
。
聖
主
の
教お
し
へに
し
た
が
ふ
」

第
五
不
綺
語
戒
「
萬
國
尊そ
ん

重ぢ
う

し
。
そ
の
勅
語
た
が
ふ
を
な
き
」

第
七
不
両
舌
戒
「
君
臣
一
體
の
如
く
。
下
の
情
ハ
上
に
通
じ
上
の
思
ハ
下
に
お
よ
ぶ
」

第
八
不
慳
貪
戒
「
國
土
の
五
穀
成
就
し
人
民
も
ゆ
た
か
な
り
」

第
十
不
邪
見
戒
「
佛
あ
る
こ
と
を
信
じ
法
あ
る
こ
と
を
信
じ
神
祇
の
徳
む
な
し
か
ら
ぬ
を
信
ず
れ
バ
。
此
戒
全ま
つ
たき
な
り
」

　

慈
雲
に
よ
る
独
特
な
十
善
戒
解
釈
は
、
明
治
期
に
活
躍
し
た
真
言
僧
、
釈
雲
照
（
一
八
二
七
～
一
九
〇
九
）
に
強
い
影
響
を
与
え

た
と
い
わ
れ
、
内
省
的
仏
教
復
興
を
促
し
た
と
評
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。『
和
解
』
に
慈
雲
の
説
を
取
り
込
ん
だ
背
景
に
は
、
国
家
に
対
す

る
仏
教
（
真
言
宗
）
の
役
割
を
強
調
し
、
同
時
に
、
国
家
と
の
関
係
の
緊
密
さ
を
在
家
者
に
訴
え
る
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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［
４
］
発
菩
提
心
真
言

　
『
金
剛
頂
蓮
華
部
心
儀
軌
』（
大
正
蔵
№
八
七
三
）
を
引
い
て
、
大
日
如
来
が
自
ら
説
か
れ
た
真
言
と
定
め
る
。
こ
の
点
は
次
の
三

昧
耶
戒
真
言
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
発
菩
提
心
真
言
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
浄
信
心
を
発
起
し
、
そ
の
功
徳
は

百
千
の
仏
塔
を
建
立
す
る
よ
り
も
勝
れ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　
「
一
た
び
眞
實
に
發
起
す
る
時
ハ
。
淨
土
に
往
生
せ
ん
こ
と
更さ
ら

に
疑
う
た
が
ひあ

る
こ
と
な
し
。
故
に
他
家
に
ハ
。
一
念
發
起
往
生
治

定
を
談だ
ん

ず
る
な
り
。
然
れ
ど
も
此
一
念
信
心
か
發
起
せ
ん
を
ハ
。
甚
は
な
ハ
た

難
き
者
に
て
疏し
よ

に
ハ
。
易い

往わ
う

而に

無む

人に
ん

と
説
給
へ
り
。
さ

れ
バ
今
我
等
が
。
十
指
の
爪
掌
を
合
せ
。
此
眞
言
を
諦た
い

信し
ん

決
定
し
て
唱
ふ
る
時
ハ
。
眞
實
菩
提
心
を
發
起
し
た
る
こ
と
。
微み

塵じ
ん

計は
か
りも
か
わ
ら
ざ
る
大
利
益
を
得
て
易や
す

易ゝ
往
生
淨
土
の
本ほ
ん

懷く
わ
いを
遂と

け
ら
る
。
是
が
此
眞
言
の
功く

力り
き

な
り
」（
八
丁
裏
～
九
丁
表
）

　

こ
の
引
用
中
、「
一
念
発
起
」
と
は
、
信
心
の
一
念
を
発
す
こ
と
で
あ
り
、「
往
生
治
定
」
と
は
、
深
信
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
へ
の

往
生
が
定
ま
る
こ
と
を
い
う
。
い
ず
れ
の
用
語
も
、
蓮
如
（
一
四
一
五
～
一
四
九
九
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
御
文
』（
大
正
蔵
№

二
六
六
八
：
蓮
如
上
人
御
文
）
等
に
出
て
く
る
用
語
で
あ
り（

（（
（

、明
記
は
な
い
も
の
の
、「
他
家
」
と
は
真
宗
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
『
和
解
』
で
は
、『
無
量
寿
経
義
疏
』
の
「
易
往
而
無
人
（
往
き
易
く
し
て
人
無
し（

（（
（

）」
を
引
い
て
、
真
宗
に
お
い
て
信
心
を
発
す

こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
真
言
宗
で
は
、
合
掌
し
て
真
言
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
菩
提
心
（
白
浄
信
心
）
を
発
起

し
、「
易
易
往
生
淨
土
」
と
し
て
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
浄
土
」
と
は
、
単
な
る
極
楽
浄
土
で
は
な
く
、
密
厳
浄

土
を
背
景
と
す
る
複
合
的
・
重
層
的
な
浄
土
観
と
い
え
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
説
し
た
い
と
思
う
。

［
５
］
三
昧
耶
戒
真
言

　

戒
は
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
仏
家
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
出
家
者
す
ら
も
戒
律
を
遵
守
で
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き
て
い
な
い
現
状
を
述
べ
、
自
省
を
促
し
て
い
る
。

　
「
さ
て
此
在
家
出
家
倶と
も

に
阿あ

闍じ
や

梨り

に
随し
た
かひ

戒
法
ハ
受
く
れ
ど
も
。
受
け
し
戒
を
バ
全ま
つ
たう

持
つ
こ
と
の
出
来
ぬ
ハ
。
澆げ
う

季き

凡ぼ
ん

夫ぶ

の
有あ
り

様さ
ま

な
り
」（
九
丁
裏
）

　

し
か
し
、
戒
律
を
受
持
で
き
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
三
昧
耶
戒
真
言
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
破
戒
の
業
を
滅
し
、
三
聚

浄
戒
等
の
功
徳
を
あ
つ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
願
う
と
こ
ろ
に
応
じ
て
、「
淨
妙
の
佛
刹
」
に
往
生
す
る
と
説
き
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。

　
「
凡
夫
愚ぐ

鈍ど
ん

の
劣れ
つ

機き

な
る
我
我
が
。
唱
ふ
る
言こ
ん

下か

に
。
是
の
如
き
の
無
量
の
戒
徳
を
獲
き
や
く

得と
く

す
る
眞
言
な
れ
バ
。
破
戒
が
ち
な

る
御
互た
か
ひの
身
の
上
ハ
。
な
ほ
な
ほ
朝
暮
勤
行
の
度
ご
と
に
。
三
遍
宛
必
之
を
唱
ふ
べ
し
。
さ
す
れ
ハ
缺
た
る
戒
徳
も
。
滿
足
す

る
を
得
べ
し
」（
十
丁
表
）

［
６
］
光
明
真
言

　

密
教
と
は
、
大
日
如
来
か
ら
龍
猛
菩
薩
が
受
法
し
、
流
伝
し
た
即
身
成
仏
の
教
え
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
光
明
真
言
は
肝
心
の

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
然
る
に
此
三
摩ま

地ち

法
無
量
あ
る
中
に
。
別
し
て
光
明
眞
言
ハ
。
大
日
如
來
の
肝か
ん

心し
ん

の
神
咒
な
る
の
み
な
ら
ず
。
又
阿あ

彌み

陀た

佛
の
心
中
の
眞
言
に
し
て
。
總
じ
て
ハ
諸
の
佛 

諸
の
菩
薩
及
び
一
切
の
天
神
地
祇
の
眞
言
な
れ
バ
。
何い
つ
れの
佛
何
の
菩
薩
の
寶

前
に
て
も
。
諦
信
決
定
し
て
之
を
唱
ふ
れ
バ
。
向
ふ
所
の
佛
向
ふ
所
の
菩
薩
。
向
ふ
所
の
天
神
地
祇
の
内
證
に
契か
な

ふ
故
。
二
世

の
求
願
を
成
就
す
る
こ
と
疑
う
た
か
ひな

き
な
り
。
實
に
滅
罪
生
善
の
軌き

範は
ん

。
往
生
淨
土
の
指し

南な
ん

に
て
。
上
求
菩
提
の
願
望
も
。
悉
く
此

神
咒
の
功
力
に
由
る
」（
十
丁
裏
～
十
一
丁
表
）
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そ
し
て
、
光
明
真
言
を
唱
え
る
功
徳
と
し
て
、
極
重
悪
の
者
で
も
浄
土
に
往
生
し
、
ま
た
父
母
所
生
の
肉
身
に
て
即
身
成
仏
す
る

と
の
功
徳
を
明
か
す
。
続
く
文
章
で
は
、
特
に
往
生
浄
土
の
問
題
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
又
但た
ん

信し
ん

行き
や
う

機き

の
下
根
の
者
も
。
信
じ
て
念
誦
ず
れ
ハ
其
一
密
口く

稱し
よ
うの
功
力
に
依
て
。
順
し
ゆ
ん

次じ

に
淨
土
へ
往
生
し
。
蓮
臺
我
足

を
擎さ
ゝ

け
。
百
福
此
身
を
莊
し
や
う

嚴ご
ん

し
。
實
に
目め

出て

度た
く

本
懷
を
遂
げ
ら
る
る
な
り
」（
十
一
丁
表
～
裏
）

　

こ
こ
で
は
、
光
明
真
言
を
口
称
す
る
こ
と
を
「
一
密
」
と
呼
び
、
そ
の
果
報
を
浄
土
へ
の
「
順
次
往
生
」
と
説
い
て
い
る
。
い
わ

ば
、
興
教
大
師
覚
鑁
（
一
〇
九
五
～
一
一
四
三
：
以
下
、
覚
鑁
）
が
提
唱
し
た
解
釈
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
後
の
第
四
項
（「
真
言
安
心
和
讃
」「
光
明
真
言
和
讃
」
に
お
け
る
興
教
大
師
覚
鑁
の
影
響
）
に
お
い
て
、
詳
し
く
取
り
上

げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

［
７
］
高
祖
宝
号

　

宝
号
を
唱
え
る
根
拠
と
し
て
、
弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
：
以
下
、
空
海
）
の
『
御
遺
告
』
に
示
さ
れ
る
「
我
が
滅
後

に
心
有
ら
ん
者
は
、
我
名
號
を
聞
て
恩
徳
を
思
念
せ
よ（

（（
（

」
の
一
文
を
挙
げ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、『
菩
提
場
所
説
一
字
頂
輸
王
経
』（
大
正
蔵
№
九
五
〇
）
や
『
大
智
度
論
』（
大
正
蔵
№
一
五
〇
九
）
を
引
い
て
、「
さ
れ

バ
大
師
と
い
ふ
ハ
。
佛
の
御
名
を
指
し
奉
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

　
「
此
遍
照
金
剛
の
四
字
の
中
に
ハ
胎
蔵
界
十
三
大
院
の
諸
佛
諸
菩
薩
。
金
剛
界
九
會ゑ

曼
荼
羅
の
諸
佛
諸
菩
薩
。
悉
く
此
遍
照

金
剛
の
四
字
の
中
に
籠こ
も

り
給
ふ
。
故
に
南
無
大
師
遍
照
金
剛
と
唱
ふ
れ
バ
。
一
切
諸
佛
菩
薩
の
御
名
を
。
一
時
に
唱
へ
奉
る
こ

と
に
な
り
。
又
南
無
の
二
字
を
加
ふ
れ
バ
一
切
諸
佛
菩
薩
を
同
時
に
歸
命
し
奉
る
こ
と
に
な
る
の
祕
旨
あ
る
な
れ
バ
。
日
日
佛

前
に
向
ひ
。
光
明
眞
言
を
唱
へ
し
跡
に
て
。
必
七
遍
宛
之
を
唱
へ
て
。
恩
徳
を
報は
う

謝し
や

さ
る
べ
き
な
り
」（
十
二
丁
裏
～
十
三
丁
表
）
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「
大
師
」
と
は
仏
の
別
称
で
あ
り
、「
遍
照
金
剛
」
の
四
文
字
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
曼
荼
羅
諸
尊
が
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
南
無
大
師
…
…
」
と
唱
え
る
時
、
あ
ら
ゆ
る
仏
・
菩
薩
に
帰
命
し
た
功
徳
を
得
る
の
で
あ
る
。

［
８
］
和　

讃

　
『
和
解
』
に
は
、「
真
言
安
心
和
讃
」「
光
明
真
言
和
讃
」
の
二
種
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
両
和
讃
は
、
明
治
十
二
年
頃
、

真
言
宗
長
者
で
あ
っ
た
三
條
西
乗
禅
の
提
撕
に
よ
り
、
服
部
鑁
海
・
柴
田
智
秀
ら
が
中
心
と
な
り
、
興
正
菩
薩
叡
尊
（
一
二
〇
一
～

一
二
九
〇
）
の
和
讃（

（（
（

を
も
と
に
し
て
、
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

（（
（

。

　
「
…
…
兩
和
讚
を
示
し
給
ひ
し
こ
と
な
れ
バ
、
日
日
朝
暮
勤
行
の
砌み
き
りに
ハ
。
兩
和
讚
の
中
何
れ
な
り
と
も
。
其
一
を
必
唱
へ

て
其
旨
趣
を
領
知
し
。
宗
意
安
心
を
誤あ
や
まら

ざ
る
樣や
う

に
致
さ
る
べ
き
こ
と
。
尤
肝
要
な
り
」（
十
三
丁
裏
）

　

ま
さ
に
両
和
讃
は
、
真
言
宗
の
正
し
い
安
心
を
、
在
家
者
に
獲
得
さ
せ
る
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
安

心
を
獲
得
す
る
根
拠
と
し
て
、
和
讃
等
に
用
い
ら
れ
る
音
階
、「
宮
・
商
・
角
・
徴
・
羽
」
の
五
声
が
、
す
な
わ
ち
曼
荼
羅
中
央
の

五
仏
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。

　
「
且
其
唱
ふ
る
所
の
譜ふ

ハ
。
自
然
と
五
佛
の
徳
に
契か
な

ひ
た
る
。
宮き
う

商し
や
う

角か
く

徴ち

羽う

の
五
音
な
れ
バ
。
此
和
讚
を
唱
ふ
る
直
し
き
に

聲
字
即

實
相
の
功
徳
に
照
ら
さ
れ
て
。
知
ら
ず
識
ら
ず
大
日
阿あ

閦し
ゆ
く

寶
生
彌
陀
釋
迦
の
五
智
の
如
來
と
同
體
の
覺
悟
の
床ゆ
か

に
安
住
す
る

こ
と
を
得
ら
る
」（
十
三
丁
裏
～
十
四
丁
表
）

　

な
ぜ
「
真
言
安
心
和
讃
」
と
「
光
明
真
言
和
讃
」
の
二
つ
に
し
た
の
か
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、『
布
教
実
歴
談
』
中
、
明
治

十
三
年
（
一
八
八
〇
）
の
布
教
会
議
の
記
事
に
詳
し
く
出
て
い
る
。

　
「
次
に
在
家
勤
行
法
則
の
編
製
の
事
に
な
り
ま
し
た
が
。
大
師
和
讃
を
入
れ
て
三
和
讃
に
し
や
う
と
思
ひ
ま
し
た
所
。
新
義
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の
方
よ
り
興
教
大
師
和
讃
も
入
れ
て
呉
れ
と
の
誂
が
出
ま
し
た
の
で
。
そ
れ
を
入
れ
る
の
が
い
や
さ
に
兩
大
師
と
も
入
れ
ぬ
こ

と
に
し
て
。
安
心
和
讃
と
光
明
眞
言
和
讃
の
二
つ
丈
入
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た（

（（
（

。」

　

す
な
わ
ち
、
当
初
は
「
大
師
和
讃
」
を
加
え
て
、
三
和
讃
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
新
義
の
僧
よ
り
「
興
教
大
師
和
讃
」
を
入
れ
て

ほ
し
い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
結
局
、
両
大
師
和
讃
を
削
除
す
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
う
。
同
様
の
こ
と
は
、
真
言
宗
の
本
尊
を
協

議
す
る
段
で
も
起
っ
て
お
り（

（（
（

、
ひ
と
つ
の
真
言
宗
下
に
お
け
る
新
義
・
古
義
対
峙
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
両
和
讃
の
内
容
解
説
に
つ
い
て
は
、
後
の
第
四
項
（「
真
言
安
心
和
讃
」「
光
明
真
言
和
讃
」
に
お
け
る
興
教
大
師
覚
鑁
の

影
響
）
に
お
い
て
、
詳
し
く
論
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

［
９
］
普
廻
向

　

勤
行
に
よ
り
修
め
た
世
間
・
出
世
間
の
あ
ら
ゆ
る
善
根
功
徳
を
、
あ
ま
ね
く
衆
生
に
回
向
す
る
こ
と
を
誓
う
文
で
あ
る
。

　
「
此
法ほ
う

則そ
く

に
示
す
所
の
眞
言
。
並
に
三
歸
等
を
。
朝
暮
に
唱
ふ
る
本
意
ハ
。
唯
自
分
の
為
の
み
で
ハ
無
い
。
二
利
兼け
ん

濟さ
い

と
て
。

利
他
の
為
に
ハ
。
我
か
往
生
成
仏
を
遂
ぐ
べ
し
と
修
す
る
功
徳
を
。
有
縁
の
一
切
衆
生
に
ふ
り
む
け
や
り
。
又
自
利
の
為
に
ハ
。

正
し
く
我
身
の
往
生
成
佛
に
ふ
り
む
け
る
を
回
向
と
云
な
り
」（
十
四
丁
裏
～
十
五
丁
表
）

　

さ
ら
に
、
利
他
の
心
が
な
い
者
は
、
声
聞
根
性
で
あ
り
、
一
方
、
利
他
を
先
と
す
る
者
に
は
、
よ
り
広
大
な
功
徳
が
自
ず
と
廻
っ

て
く
る
と
の
果
報
を
明
か
し
て
い
る
。

　
　

４　
「
真
言
安
心
和
讃
」「
光
明
真
言
和
讃
」
に
お
け
る
興
教
大
師
覚
鑁
の
影
響

　
『
和
解
』
全
体
の
六
十
二
丁
の
う
ち
、
両
和
讃
の
解
説
に
は
四
十
四
丁
が
割
か
れ
て
お
り
、
い
か
に
重
要
視
さ
れ
て
い
た
か
が
窺
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え
る
。『
和
解
』
に
収
録
さ
れ
る
両
和
讃
（
Ａ
真
言
安
心
和
讃
、Ｂ
光
明
真
言
和
讃
）
は
、現
行
の
も
の
と
文
言
が
多
少
異
な
る
た
め
、

ま
ず
当
時
の
原
文
を
引
き（

（（
（

、
そ
の
上
で
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
思
想
的
傾
向
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
な
お
、
和
讃
原
文
と
解
説
文
の

対
応
関
係
が
、
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ
引
用
文
の
冒
頭
に
、
⑴
～
⑹
の
数
字
を
付
し
た
。

Ａ　

真
言
安
心
和
讃　

⑴
歸き
み

命や
う

頂ち
や
う

禮ら
い

大だ（
い
（

日に
い
ち

尊そ
ん

八は
ち

葉よ
ふ

四し

重ぢ
う

の
圓ゑ
ん

壇だ
ん

ハ

一
切さ
い

如に
よ

來ら
い

の
秘ひ

要よ
う

に
て

衆し
ゆ

生じ
や
う

心し
ん

地ち

の
曼ま
ん

荼だ

な
り

　

十じ
つ

方は
う

淨じ
や
う

土ど

の
諸し
よ

聖し
や
う

衆じ
ゆ

ハ

大だ
い

日に
ち

普ふ

門も
ん

の
萬ま
ん

徳ど
く

を

開ひ
ら

き
て
示し
め

し
し
尊そ
ん

な
れ
バ

密み
つ

嚴ご
ん

國こ
く

土ど

の
外ほ
か

な
ら
ず

⑵
青し

や
う

龍り
う

阿あ

闍じ
や

梨り

の
教け
う

誡か
い

に

菩ぼ

提だ
い

を
得う

る
ハ
易え
す

け
れ
ど

真し
ん

言ご
ん

秘ひ

密み
つ

に
逢あ

う
こ
と
の

得え

が
た
き
な
り
と
演の
べ

給
ふ

　

二に

佛ぶ
つ

出し
ゆ
つ

世せ

の
中ち
う

間げ
ん

に

果く
わ

報は
う

つ
た
な
く
生
る
れ
ど

い
か
な
る
宿す
く

世せ

の
種し
ゆ

因い
ん

に
て

解げ

脱だ
つ

の
時と
き

を
得え

た
り
け
ん

⑶
五ご

濁ぢ
よ
く

惡あ
く

世せ

の
此こ
の

ご
ろ
も

上し
や
う

根こ
ん

勝し
よ
う

慧ゑ

の
者も
の

あ
り
て

如に
よ

説せ
つ

に
修し
ゆ

行ぎ
や
うす
る
時と
き

ハ

正し
や
う

像ざ
う

末ま
つ

の
へ
だ
て
な
く

　

一
念ね

ん

一
時じ

一
生し
や
うに

三
密み
つ

加か

持じ

の
不ふ

思し

議ぎ

に
て

無む

盡じ
ん

の
功く

徳ど
く

圓ゑ
ん

滿ま
ん

し

即そ
く

身し
ん

成じ
や
う

佛ぶ
つ

せ
ら
る
な
り

⑷
下げ

根こ
ん

劣れ
つ

慧ゑ

の
と
も
が
ら
も

決け
つ

定ぢ
や
う

諦た
い

信し
ん

致い
た

し
な
バ

一
度ど

神し
ん

咒じ
ゆ

を
唱と
な

ふ
る
も

無む

明み
や
うを

除の
ぞ

く
と
説と
き

給
ふ

　

一
密み

つ

お
こ
た
る
こ
と
な
く
バ

増ぞ
う

上じ
や
う

縁え
ん

の
力ち
か
らに

て

三
密み
つ

具ぐ

足そ
く

の
時と
き

い
た
り

終つ
ひ

に
ハ
佛ぶ
つ

果く
わ

を
證し
よ
うす

べ
し

⑸
過く

わ

去こ

に
造つ
く

り
し
報む
く
いに

て

盲ま
う

聾り
よ
う

瘖あ
ん

瘂あ

の
輩
と
も
か
らに

生う
ま

れ
て
法ほ
ふ

門も
ん

き
く
こ
と
も

唱と
な

ふ
る
こ
と
も
な
ら
ぬ
身み

ハ

　

諸し
よ

佛ぶ
つ

の
慈じ

悲ひ

に
も
漏も
れ

ぬ
べ
し

か
ゝ
る
衆し
ゆ

生し
や
うを
救す
く

ふ
に
ハ

他た

力り
き

の
方は
う

便べ
ん

勝す
ぐ

れ
た
る

眞し
ん

言ご
ん

陀だ

羅ら

尼に

に
し
く
は
な
し
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⑹
中な
か

に
も
光
く
わ
う

明み
や
う

眞し
ん

言ご
ん

ハ

諸し
よ

佛ぶ
つ

菩ぼ

薩さ
つ

の
總そ
う

咒じ
ゆ

に
て

一
字じ

に
千せ
ん

理り

を
含ふ
く

む
ゆ
ゑ

無む

邊へ
ん

の
功く

徳ど
く

備そ
な

は
れ
り

　

信し
ん

じ
て
唱と
な

ふ
る
わ
れ
ゝ
ハ

口く

稱し
よ
うの
功く

力り
き

を
因い
ん

と
し
て

往お
う

生じ
や
う

浄じ
や
う

土ど

と
一ひ
と

筋す
ぢ

に

安あ
ん

心し
ん

決け
つ

定ぢ
や
う

致い
た

す
べ
し

　

こ
の
和
讃
の
目
的
に
つ
い
て
は
、冒
頭
に
「
此
ハ
吾
宗
の
宗
意
安
心
を
。
廣
く
示
し
給
へ
る
所
の
和
讃
に
し
て
。
至
て
大
切
な
り
」

と
い
う
一
文
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
真
言
宗
に
お
け
る
安
心
を
説
く
当
和
讃
は
、
特
に
往
生
と
の
関
連
に
お
い
て
、
覚
鑁
の
思

想
を
多
く
援
用
し
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
光
明
真
言
和
讃
で
も
同
様
で
あ
り
、
以
下
、

い
く
つ
か
の
引
用
文
に
よ
っ
て
、
和
讃
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
思
想
の
整
理
を
試
み
た
い
。

　

ま
ず
、
往
生
の
主
体
で
あ
る
衆
生
に
お
け
る
機
根
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

⑴ 

「
我
我
ハ
佛
と
替
ら
ぬ
如に
よ

實じ
つ

知ち

自じ

心し
ん

の
覺か
く

體た
い

を
圓
具
し
て
居
る
故
に
。
上
根
上
智
の
人
有
て
。
三
密
の
妙
行
を
修
す
れ
ハ
。

一
生
に
即
身
成
佛
す
る
こ
と
を
得
。
又
下
根
劣
慧
の
者
も
。
一
密
口
稱
の
功
力
に
因
て
。
順
次
に
淨
土
へ
往
生
を
遂と

ぐ
る
こ

と
を
得
ら
る
ゝ
じ
や
。
か
く
三
密
の
妙
行
に
依
て
。
一
生
に
即
身
成
佛
す
る
も
。
一
密
口
稱
の
功
力
に
依
て
。
順
次
に
淨
土

へ
往
生
す
る
も
。
十
人
ハ
十
人
。
百
人
ハ
百
人
み
な
倶
に
生
佛
不
二
の
覺
體
を
圓
具
す
る
に
依
る
故
な
れ
バ
。
此
凡ぼ
ん

聖じ
や
う

不

二
な
る
旨
を
領
り
や
う

知ち

す
る
が
上
下
二
根
に
通
じ
て
の
安
心
の
至し

要よ
う

で
あ
る
」（
十
八
丁
裏
）

　

こ
の
引
用
文
で
は
、
真
言
宗
の
往
生
に
関
す
る
安
心
の
大
要
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
衆
生
の
機
根
に
二
種
を
仮
定
し
、

上
根
上
智
の
者
は
、
三
密
行
に
よ
っ
て
一
生
に
即
身
成
仏
し
、
下
根
劣
慧
の
者
は
、
身
・
口
・
意
の
い
ず
れ
か
の
一
密
に
よ
っ
て
順

次
往
生
す
る
と
説
く
。
こ
の
う
ち
、
一
密
行
に
よ
る
順
次
往
生
と
は
、
平
安
末
期
よ
り
流
行
し
た
往
生
浄
土
・
念
仏
に
対
応
す
る
形
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で
、
覚
鑁
が
宣
揚
し
た
思
想
で
あ
る
。

　
「
第
九
に
所
化
機
人
差
別
門
と
は
、此
の
所
化
の
機
に
於
て
總
じ
て
二
類
有
り
。
一
に
は
現
身
往
生
、二
に
は
順
次
往
生
な
り
。

現
身
門
に
於
て
、
又
二
の
別
あ
り
。
一
に
は
大
機
の
即
身
成
佛
、
二
に
は
小
機
の
即
身
成
佛
な
り
。
又
、
二
に
於
て
各
お
の
二

有
り
、
利
・
鈍
な
る
が
故
に（

（（
（

。」（『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
： 

第
九
所
化
機
人
差
別
門
）

　

覚
鑁
は
、『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
に
お
い
て
、
衆
生
の
機
根
を
、
ま
ず
①
現
身
往
生
、
②
順
次
往
生
の
二
つ
に
分
類
し
、
こ
の

う
ち
、
①
現
身
往
生
を
、
さ
ら
に
四
つ
に
分
類
し
、
即
身
成
仏
の
機
根
と
定
め
て
い
る
。
一
方
の
②
順
次
往
生
に
つ
い
て
は
、
あ
ま

り
詳
し
い
言
及
は
な
く
、
第
十
「
発
起
問
答
決
疑
門
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
「
問
、
五
輪
門
に
依
る
機
に
幾
く
種
か
有
る
。
答
、
二
種
の
機
に
有
り
。
一
に
は
上
根
上
智
、
即
身
成
佛
を
期
す
。
二
に
は

但
信
行
淺
、
順
次
往
生
を
期
す
。
此
の
行
者
に
就
て
亦
、
多
有
り
。
正
く
は
密
嚴
淨
土
に
往
生
し
兼
て
は
十
方
淨
土
を
期
す
る

有
り（

（（
（

。」（『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』
： 
第
十
発
起
問
答
決
疑
門
）

　

こ
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
、
上
根
上
智
の
者
は
、
現
世
に
お
い
て
即
身
成
仏
す
る
の
に
対
し
、
信
心
の
み
の
修
行
の
浅
き
者
は
、
命

終
後
、
ま
ず
密
厳
等
の
浄
土
に
往
生
し
、
順
次
に
成
仏
す
る
と
説
い
て
い
る
。
同
様
の
解
釈
は
、
体
系
的
な
説
明
を
見
な
い
も
の
の
、

他
の
覚
鑁
の
著
作
、
た
と
え
ば
『
述
懐
詞（

（（
（

』『
一
期
大
要
秘
密
集（

（（
（

』
等
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
『
和
解
』
で
面
白
い
の
は
、
こ
の
覚
鑁
の
思
想
を
、
空
海
の
生
涯
に
ま
で
波
及
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
清
涼
殿
に
お
け

る
、
空
海
の
即
身
成
仏
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
、
⑶
「
穢ゑ

土ど

を
出
ず
し
て
淨
土
な
る
の
相
を
顯
し
凡ぼ
ん

身し
ん

捨す
て

ず
し
て
佛
身
な
る
の
相

輝き

輝ゝ
晃く
わ

晃う
ゝ

と
し
て
顯
現
せ
り
」（
二
十
九
丁
表
～
裏
）
等
と
、
浄
土
思
想
と
結
び
つ
け
て
表
現
し
て
い
る
。

　

次
に
往
生
す
る
先
、
す
な
わ
ち
浄
土
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
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⑴ 

「
次
に
十
方
淨
土
の
諸
聖
衆
ハ
已
下
の
四
句
ハ
。
十
方
淨
土
の
諸
佛
諸
菩
薩
も
。
大
日
如
來
の
普
門
の
萬
徳
の
徳
相
の
外
な

き
こ
と
を
顯あ
ら
ハし

た
る
の
み
な
ら
ず
。
諸
佛
菩
薩
の
居こ

し
給
ふ
所
の
淨
土
も
。
亦
大
日
如
來
の
所
領
の
密
嚴
國
土
の
外
な
き
こ

と
を
示
し
給
ひ
た
る
な
り
。
此
娑し
や

婆バ

世
界
も
十
方
の
淨
土
も
。
悉
く
通
同
し
て
一
の
佛
國
と
す
る
を
密み
つ

嚴ご
ん

國
と
も
名
づ
け
。

又
ハ
法ほ
つ

界か
い

宮
と
も
云
ふ
。
十
方
淨
土
ハ
廣ひ
ろ

け
れ
ど
。
大
日
如
來
の
密
嚴
佛
國
の
外
ハ
な
い
。
譬
へ
て
申
さ
バ
。
日
本
全
國
三

府
五
港
三
十
餘
縣
と
分
く
れ
ど
も
。
總
じ
て
云
へ
バ
日
本
帝
王
所
領

の
。
大
日
日
本
國
と
云
の
外
ハ
な
い
。
密
嚴
佛
國
も
亦
復
是
の
如
く
。

西
方
の
極
樂
淨
土
。
又
ハ
都と

率そ
つ

の
内
院
等
。
淨
土
ハ
十
方
に
分わ
か

る
れ

ど
も
。
總
じ
て
云
へ
バ
大
日
覺
王
所
領
の
。
密
嚴
佛
國
の
外
ハ
な
い

じ
や
。
是
を
以
て
興
教
大
師
の
曰
く
。
當
に
知
る
べ
し
。
十
方
淨
土

ハ
皆
是
れ
一
佛
の
化
土
。
一
切
如
來
ハ
悉
く
是
れ
大
日
な
り
。
毘
盧

と
彌
陀
と
ハ
同
體
の
異
名
。
極
樂
と
密
嚴
と
ハ
名
異
に
し
て
一
處
な

り
と
述
給
ひ
た
り
。
是
等
の
深
旨
を
解と

か
せ
ら
れ
。」（
十
九
丁
表
～
裏
）

　

こ
の
引
用
文
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
初
期
の
浄
土
観
と
し
て
、
浄
土

宗
や
真
宗
等
で
重
視
す
る
阿
弥
陀
仏
の
「
西
方
極
楽
浄
土
」
や
、
空
海
の
入

定
信
仰
と
深
く
関
わ
る
弥
勒
の
「
都
卒
浄
土
」
が
優
勢
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、『
和
解
』
は
、
様
々
な
浄
土
観
を
統
合
す
る
も
の

と
し
て
、
十
方
浄
土
説
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
方
の
様
々
な
浄

土
も
、
あ
る
い
は
娑
婆
世
界
も
、
全
て
大
日
如
来
の
密
厳
仏
国
（
法
界
宮
）

「光明真言の功力にて亡者淨土へ往生する図」（『和解』五十七丁表）
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の
一
部
分
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
密
厳
仏
国
を
中
心
と
し
た
十
方
浄
土
説
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
覚
鑁
に
由
来
す

る
浄
土
観
な
の
で
あ
る
。

　
「
顯
教
に
は
釋
尊
の
外
に
彌
陀
有
り
、
密
蔵
に
は
大
日
即
ち
彌
陀
な
り
。
毘
盧
・
彌
陀
は
同
體
の
異
名
、
極
楽
・
密
嚴
は
名

異
に
し
て
一
處
な
り（

（（
（

。」（『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』）

　
「
顯
教
に
云
く
、
是
れ
よ
り
西
方
十
萬
億
を
過
て
仏
土
有
り
。
佛
は
是
れ
彌
陀
、
寶
藏
比
丘
の
證
果
な
り
と
。
密
教
に
云
く
、

十
方
の
極
樂
は
皆
是
れ
一
佛
土
な
り
。
…
（
中
略
）
…
密
嚴
淨
土
は
大
日
の
宮
位
、
極
樂
世
界
は
彌
陀
の
心
地
な
り
。
彌
陀
は

大
日
の
智
用
、
大
日
は
彌
陀
の
理
體
な
り
。
密
嚴
は
極
樂
の
總
體
、
極
樂
は
密
嚴
の
別
徳
な
り
。
最
上
の
妙
樂
、
密
嚴
に
之
を

集
む
。
極
樂
の
稱
、彌
陀
の
號
、是
よ
り
起
る
。
然
に
彼
の
極
樂
は
何
れ
の
處
ぞ
、十
方
に
遍
ぜ
り（

（（
（

。」（『
一
期
大
要
秘
密
集
』
： 

第
七
極
樂
を
觀
念
す
る
用
心
門
）

　

大
日
如
来
の
密
厳
浄
土
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
仏
国
土
の
総
体
、
一
方
の
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
と
は
、
別
体
と
し
て
の
一
つ
の
仏
国
土

で
あ
り
、
究
極
的
に
は
極
楽
と
密
厳
は
同
一
の
浄
土
で
あ
る
と
、
覚
鑁
は
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
覚
鑁
は
、『
密
厳
浄
土
略
観
』
を

著
し
、
浄
土
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
な
言
及
を
試
み
て
い
る（

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
中
央
に
大
日
如
来
の
密
厳
浄
土
が
あ
り
、
そ
の
東
西

南
北
に
は
四
門
が
あ
り
、［
東
］
阿
閦
の
浄
刹
（
金
剛
門
）、［
南
］
宝
生
の
妙
土
（
摩
尼
門
）、［
西
］
弥
陀
の
極
楽
（
蓮
華
門
）、［
北
］

釈
迦
の
浄
土
（
羯
磨
門
）
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
和
解
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
覚
鑁
の
浄
土
観
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
在
家
者
の
視
点
に
立
ち
、
よ
り
日
本
人
の
死
生
観

に
即
し
た
表
現
を
用
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑴ 

「
遮し
や

那な

經き
や
う

王わ
う

の
中
に
十
方
淨
土
の
悉し
つ

地ぢ

を
明
し
給
ひ
あ
れ
バ
。
期ご

す
る
所
の
淨
土
も
。
強
あ
な
が
ちに

西
方
と
限
る
べ
き
に
も
非
ず
。

又
都と

率そ
つ

と
局く
ぎ

る
べ
き
に
も
非
ず
。
何
れ
の
淨
土
な
り
と
も
。
我
等
衆
生
の
願
に
随
て
。
有
縁
の
淨
土
へ
往
生
の
素
懷
を
遂
ぐ
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べ
き
な
り
。
往
生
の
素
懷
を
遂
げ
さ
へ
す
れ
バ
淨
土
ハ
娑
婆
の
穢
土
と
こ
と
か
は
り
。
無む

障し
や
う

礙げ

の
土ど

な
る
故
に
。
何
れ
の

淨
土
へ
往
生
す
と
も
。
親
子
兄
弟
を
始
め
。
夫
婦
も
ろ
と
も
。
倶く

會ゑ

一
處し
よ

の
安あ
ん

穏お
ん

快け

樂ら
く

を
受
る
こ
と
を
得
ら
る
。
是
が
眞
言

不
思
議
の
教
力
ぞ
と
信
知
し
て
。
日
日
光
明
眞
言
念
誦
相
續
し
て
。
早
く
何
れ
の
淨
土
な
り
と
も
。
一
處
を
專せ
ん

心し
ん

に
願
ふ
べ

し
」（
十
九
丁
裏
～
二
十
丁
表
）

　

こ
の
引
用
中
で
は
、
浄
土
と
は
ひ
と
つ
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
個
々
の
衆
生
の
願
い
に
応
じ
て
有
縁
の
浄
土
に
往
生
す
る
と

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
浄
土
と
娑
婆
と
は
本
来
、
無
二
一
体
で
あ
る
か
ら
、
命
終
後
も
親
子
兄
弟
あ
る
い
は
夫
婦
は
離
別
す
る
こ

と
な
く
、
一
緒
に
暮
ら
せ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

　

覚
鑁
の
説
に
拠
り
つ
つ
、
さ
ら
に
日
本
人
の
心
情
に
あ
わ
せ
た
浄
土
観
へ
と
展
開
し
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
服
部
鑁
海
述
『
布
教

実
歴
談
』
中
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
当
時
の
現
状
は
、
地
域
ご
と
に
信
仰
さ
れ
る
浄
土
が
異
な
り
、
同
じ

真
言
宗
僧
侶
で
あ
っ
て
も
、
主
張
さ
れ
る
浄
土
は
様
々
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
服
部
鑁
海
は
、
諸
師
と
議
論
を
重
ね
て
、
あ

ら
ゆ
る
浄
土
観
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
、
十
方
浄
土
説（

（（
（

の
採
用
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
十
方
浄
土
説
に
対
し
て
も

様
々
な
反
発
が
あ
っ
た
よ
う
で（

（（
（

、
結
局
、
総
論
と
し
て
は
密
厳
浄
土
を
中
心
と
し
た
十
方
浄
土
説
、
各
論
と
し
て
は
有
縁
の
浄
土
と

い
う
表
現
に
帰
着
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
衆
生
は
、
い
か
に
仏
縁
を
結
び
、
往
生
の
因
と
す
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

⑷ 

「
…
…
結け
ち

縁え
ん

機き

の
得
益
を
示
し
給
へ
る
な
り
。
結
縁
機
と
ハ
。
即
下
根
劣
慧
の
吾
等
が
身
の
う
へ
の
こ
と
な
り
。
經
軌
に
説

給
へ
る
所
に
據
る
に
。
結
縁
の
種
類
甚
多
く
あ
り
。
投と
う

華げ

得ど
く

佛ぶ
つ

一
見
曼
荼
も
。
値
遇
結
縁
な
り
。
眞
言
陀
羅
尼
の
聲
を
聞
く

も
。
値
遇
結
縁
な
り
。
乃
至
疑
諦
の
逆
縁
よ
り
。
河か

流り
ゆ
う

風ふ
う

縁え
ん

に
至
る
ま
で
も
。
皆
結
縁
の
攝せ
ふ

に
非
る
こ
と
な
し
。
然
れ
ど
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も
三
業
を
殊
勝
に
し
。
信
心
決
定
し
て
眞
言
を
唱
ふ
る
が
。
尤
値
遇
結
縁
の
勝す
ぐ

れ
た
る
者
な
り
。
其
故
に
今
ハ
勝
れ
た
る
眞

言
口
稱
の
結
縁
を
專
も
つ
は
らに

勸す
ゝ

め
て
。
下
根
安
心
の
至
要
と
し
給
ふ
な
り
」（
三
十
一
丁
裏
～
三
十
二
丁
表
）

　

こ
の
引
用
文
で
は
、
結
縁
す
る
方
法
と
し
て
、
投
華
得
仏
・
一
見
曼
荼
羅
の
結
縁
灌
頂
を
挙
げ
な
が
ら
も
、
よ
り
勝
れ
た
も
の
と

し
て
真
言
・
陀
羅
尼
の
実
践
を
勧
め
て
い
る
。
真
言
・
陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
は
、
素
質
や
環
境
等
に
左
右
さ
れ
づ
ら
い
も
の
で
あ

り
、
そ
の
実
践
の
易
行
性
と
有
効
性
を
訴
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
真
言
は
、
他
力
方
便
に
勝
れ
た
も
の
で
あ
り
、
唱
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
に
代
わ
っ
て
、
他
者
が
唱
え
て
も
功
徳
が
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑸ 

「
眼
も
ひ
ら
く
こ
と
能
は
ず
と
も
。
死
後
に
眞
言
陀
羅
尼
を
唱
へ
て
回
向
す
れ
バ
。
此
功
徳
を
亡ま
う

者じ
や

が
受
て
。
離り

苦く

得と
く

脱だ
つ

し

て
往
生
の
素
懷
を
遂
る
こ
と
を
得
る
な
り
」（
三
十
五
丁
裏
～
三
十
六
丁
表
）

　

ま
た
、
疑
い
な
が
ら
真
言
を
唱
え
よ
う
と
も
、
衆
生
が
本
来
的
に
有
す
る
白
浄
信
心
に
よ
っ
て
、
浄
土
往
生
の
勝
縁
と
な
る
こ
と

を
明
か
し
、
そ
の
威
力
の
大
き
さ
を
主
張
し
て
い
る（

（（
（

。

⑷ 

「
疑
ひ
な
が
ら
唱
ふ
る
も
。
眞
言
不
思
議
の
力
に
て
。
淨
土
へ
誘
引
せ
ら
る
る
が
。
祕
密
神
咒
の
徳
な
る
に
。
况
や
疑
は
れ

て
唱
ふ
れ
バ
。
一
稱
眞
言
決
定
往
生
と
。
僅わ
つ
かに

一
度
唱
ふ
る
も
。
往
生
決
定
す
る
こ
と
を
。
必
得
る
ハ
間
違
ひ
な
し
。
こ
こ

が
下
根
の
各
各
が
安
心
定
む
る
關
所
に
て
。
唯
此
一
眞
言
決
定
往
生
の
。
唯
一
の
白
淨
信
心
が
。
實
に
素
懷
を
遂
ぐ
る
の
命め
い

脈み
や
くな
り
。
之
を
知
ら
ぬ
を
他
門
と
し
。
之
を
知
る
を
密み
つ

徒と

と
す
」（
三
十
二
丁
裏
）

　

そ
し
て
、「
真
言
・
陀
羅
尼
を
唱
え
る
」
等
の
実
践
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
教
理
的
な
根
拠
を
与
え
て
い
る
。

⑸ 

「
此
上
に
ま
だ
有
が
た
き
こ
と
ハ
。
金こ
ん

剛ご
う

頂ち
や
う

經
に
。
口
に
眞
言
を
誦
す
れ
バ
則
如
來
の
語
密
と
相
應
す
と
説
給
ひ
あ
れ
バ
。

口
稱
の
一
密
を
怠お
こ
たり

な
く
。
日
日
唱
ふ
る
時
ハ
。
吾
等
が
唱
ふ
る
眞
言
が
。
如
來
の
語
密
と
相
應
す
る
の
冥
み
や
う

益や
く

あ
る
故
に
。

一
切
如
來
の
誓
願
本
誓
が
。
增
上
縁
と
な
り
て
。
我
等
が
日
日
唱
へ
さ
へ
す
れ
バ
。
知
ら
ず
知
ら
ず
自
然
と
。
三
密
具
足
の
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時
い
た
り
。
終
に
ハ
即
身
成
佛
す
る
こ
と
が
。
得
ら
る
る
じ
や
。
此
深
旨
を
。
一
密
怠
る
こ
と
な
く
バ
。
增
上
縁
の
力
に
て
。

三
密
具
足
の
時
い
た
り
。
終
に
ハ
佛
果
を
證
す
べ
し
こ
と
示
し
給
へ
る
な
り
」（
三
十
三
丁
裏
）

　

こ
の
引
用
文
に
よ
れ
ば
、
下
根
劣
慧
の
者
に
と
っ
て
、
真
言
・
陀
羅
尼
を
唱
え
る
こ
と
が
一
密
行
で
あ
り
、
怠
る
こ
と
な
く
励
め

ば
、
大
日
如
来
の
語
密
と
等
し
く
な
っ
て
、
自
ず
と
三
密
具
足
す
る
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
数
多
の
真
言
・
陀
羅
尼

の
中
で
も
、
格
別
な
る
も
の
と
し
て
、
光
明
真
言
の
実
践
を
勧
め
て
い
る
。

⑹ 

「
修し
ゆ

行ぎ
や
う

萬ま
ん

差じ
や

な
れ
ど
も
。
眞
言
を
以
て
最
上
と
す
る
こ
と
ハ
。
佛
祖
の
遺ゆ
ゐ

訓く
ん

な
り
。
中
に
も
今
我
等
が
値
遇
し
奉
る
光
明

眞
言
ハ
。
諸
佛
菩
薩
の
通つ
う

眞し
ん

言ご
ん

に
て
。
又
唱し
や
う

念ね
ん

し
奉
る
に
も
淨
と
不
淨
の
別べ
つ

を
擇え
ら

ば
ず
と
。
經
に
も
許ゆ
る
しの
あ
る
こ
と
に
て
。

行き
や
う

住ち
う

坐ざ

臥く
わ

の
簡き
ら

ひ
な
く
。
四
威ゐ

儀ぎ

に
唱
へ
て
功
徳
あ
る
。
末
世
相
應
易い

衆し
ゆ

易い

行ぎ
や
うの
妙
法
な
り
」（
三
十
六
丁
裏
～
三
十
七
丁

表
）

　

光
明
真
言
と
は
、
諸
仏
・
菩
薩
の
通
真
言
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
者
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
唱
え
よ
う
と
も
功
徳
が
も
た
ら
さ
れ

る
易
行
の
妙
法
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

⑹ 

「
此
十
方
三
世
の
法
報
應
の
三
身
を
。
一
時
に
歸
命
し
奉
る
の
功
徳
を
備
ふ
る
が
。
喝
の
一
字
の
功
力
な
り
。
南
無
阿
彌
陀

佛
と
唱
ふ
る
ハ
。
唯
阿
彌
陀
一
佛
を
歸
命
し
奉
る
の
み
。
然
る
に
医
と
唱
ふ
る
時
ハ
。
大
日
如
來
阿
彌
陀
如
來
ハ
申
す
に
及

ば
ず
。
一
切
の
諸
佛
を
同
時
に
歸
命
し
奉
る
の
利
益
あ
り
」（
三
十
七
丁
裏
～
三
十
八
丁
表
）

　
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
は
阿
弥
陀
の
一
仏
に
の
み
帰
命
す
る
の
に
対
し
、
通
真
言
で
あ
る
光
明
真
言
は
、
最
初
の
「
オ
ン
…
…
」
を

唱
え
る
だ
け
で
、
大
日
・
阿
弥
陀
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
諸
仏
を
同
時
に
帰
命
礼
拝
で
き
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

一
文
か
ら
は
、
浄
土
宗
や
真
宗
等
の
浄
土
門
に
対
す
る
、
当
時
の
真
言
宗
の
意
識
の
有
り
様
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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Ｂ　

光
明
真
言
和
讃　

⑴
歸き

命み
や
う

頂ち
や
う

禮ら
い

大だ
い

灌く
わ
ん

頂
ぢ
や
う

光く
わ
う

明み
や
う

眞し
ん

言ご
ん

功く

徳ど
く

力り
き

諸し
よ

佛ぶ
つ

菩ぼ

薩さ
つ

の
光
く
わ
う

明み
や
うを

二
十
三
字じ

に
藏を
さ

め
た
り

　

医
の
一
字じ

を
唱と
な

ふ
れ
バ

三み

世よ

の
佛ほ
と
けに

こ
と
ゞ
く

香こ
う

華げ

燈と
う

明み
や
う

飯お
ん

食じ
き

の

供く

養や
う

の
功く

徳ど
く

具そ
な

わ
れ
り

⑵
亜あ

聖ぼ

害き
や

と
唱と
な

ふ
る
功く

力り
き

に
ハ

諸し
よ

佛ぶ
つ

諸し
よ

菩ぼ

薩さ
つ

も
ろ
と
も
に

二
世
の
求く

願く
わ
んを

得え

せ
し
め
て

衆し
ゆ

生じ
や
うを

救た
す

け
給
ふ
な
り

　

畔べ
い

繕ろ

干し
や

治な
う

と
唱と
な

ふ
れ
ハ

唱と
な

ふ
る
我わ
れ

等ら

か
其そ
の

の
ま
ゝ
に

大だ
い

日に
ち

如に
よ

来ら
い

の
御お
ん

身み

に
て

説せ
つ

法は
う

し
給
ふ
姿す
か
たな

り

⑶
棲ま

魔か

誠ぼ
だ
ら冊
の
大た
い

印ゐ
ん

ハ

生し
や
う

佛ぶ
つ

不ふ

二に

と
印ゐ
ん

可か

し
て

一
切さ
い

衆し
ゆ

生し
や
うを

こ
と
ゞ
く

菩ぼ

提だ
い

の
道み
ち

に
ぞ
入い

れ
給
ふ

　

棲ま

後に

の
寶は
う

珠じ
ゆ

の
利り

益や
く

に
ハ

此こ
の

世よ

を
う
け
て
未み

來ら
い

ま
で

福ふ
く

壽じ
ゆ

意こ
こ
ろの
如ご
と

く
に
て

大だ
い

安あ
ん

樂ら
く

の
身み

と
ぞ
な
る

⑷
升は

ん

窄ど
ま

唱と
な

ふ
る
其そ
の

人ひ
と

ハ

い
か
な
る
罪つ

み

も
消せ
う

滅め
つ

し

華は
な

の
臺う
て
なに
招ま
ね

か
れ
て

心こ
こ
ろの
蓮は
す

も
開ひ
ら

く
な
り

　

菊じ
ん

泊バ
ら

唱と
な

ふ
る
光
く
わ
う

明み
や
うに

無む

明み
や
う

變へ
ん

じ
て
明み
や
うと
な
り

數あ
ま

多た

の
吾わ
れ

等ら

を
攝せ
つ

取し
ゆ

し
て

有う

縁え
ん

の
淨
じ
や
う

土ど

に
安お
き

給
ふ

⑸
捷は

ら
バ斑

喋り

雪た
や

を
唱と
な

ふ
れ
バ

萬よ
ろ
づの
願
ぐ
わ
ん

望ま
う

成じ
や
う

就じ
ゆ

し
て

佛ほ
と
けも
我わ
れ

等ら

隔へ
だ
てな
き

神じ
ん

通つ
う

自じ

在ざ
い

の
身
を
得う

べ
し

　

麿う
ん

字
を
唱と
な

ふ
る
功く

力り
き

に
ハ

 

罪ざ
い

障し
よ
う

深ふ
か

き
わ
れ
ゝ
が

造つ
く

り
し
地ぢ

獄ご
く

も
破や
ぶ

ら
れ
て

忽た
ち
ま
ち

淨じ
や
う

土ど

と
成な
り

ぬ
べ
し

⑹
亡ま

う

者じ
や

の
爲た
め

に
咒し
ゆ

を
誦じ
ゆ

じ
て

土ど

砂し
や

を
バ
加か

持ぢ

し
回ゑ
く

向わ
う

せ
バ

極ご
く

重ぢ
う

惡あ
く

の
と
も
が
ら
も

速そ
く

得と
く

解げ

脱だ
つ

と
説と
き

給
ふ

　

眞し
ん

言ご
ん

醍だ
い

醐ご

の
妙め
う

教け
う

ハ

餘よ

教け
う

超ち
う

過く
わ

の
御み

法の
り

に
て

無む

邊へ
ん

の
功く

徳と
く

具そ
な

は
れ
り

説
く
と
も
い
か
で
盡つ
く

す
べ
き
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『
和
解
』
に
お
い
て
、
数
多
の
真
言
中
、
最
も
勝
れ
た
も
の
と
す
る
光
明
真
言
を
主
題
と
す
る
和
讃
が
、
こ
の
「
光
明
真
言
和
讃
」

で
あ
る
。
光
明
真
言
の
大
要
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
列
記
す
る
引
用
文
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴ 
「
此
意
を
。
諸
佛
菩
薩
の
光
明
を
。
二
十
三
字
に
藏
め
た
り
と
述
給
ひ
た
る
な
り
。
諸
佛
菩
薩
の
光
明
を
悉
く
藏
め
給
ふ
の

眞
言
な
る
故
に
。
之
を
唱
ふ
る
時
ハ
罪
業
深
重
の
我
等
な
れ
ど
も
。
朝
日
に
消き
ゆ

る
が
如
く
。
光
明
眞
言
の
日
輪
に
照
さ
れ
て

罪
障
の
霜
。
自
み
つ
か
ら

消
滅
す
る
こ
と
を
得
て
。
未
来
ハ
淨
土
に
往
生
を
遂
ら
る
る
が
。
此
眞
言
に
結
縁
す
る
功
徳
な
り
」（
四
十
一

丁
表
～
裏
）

⑵ 

「
此
句
を
唱
ふ
る
時
ハ
。
唱
ふ
る
者
に
利
益
の
あ
る
ハ
。
申
ま
で
も
な
く
。
御
互
が
唱
ふ
る
聲
を
聞
き
。
又
其
息そ
く

風ふ
う

に
觸ふ
る

る

所
の
。
禽
獸
蟲
魚
に
至
る
ま
で
。
苦
果
を
觧
脱
す
る
こ
と
を
得
と
あ
る
經
意
を
和や

わ

ら
げ
て
。
畔べ

い
ろ繕

干し
や

治な
う

と
唱
ふ
れ
バ
、
唱
ふ

る
我
等
が
其
ま
ま
に
。
大
日
如
來
の
御
身
に
て
。
説
法
し
給
ふ
姿す

が
たな

り
と
述
給
へ
る
な
り
」（
四
十
四
丁
表
）

⑵ 

「
只ひ
た

管す
ら

に
唱
へ
さ
へ
す
れ
バ
。
大
日
如
來
の
光
明
の
御
徳
に
て
。
惡
人
凡
夫
を
我
知
ら
ず
。
何い

時つ

の
間
に
や
ら
引
寄
せ
て
。

有
縁
の
淨
土
へ
迎
へ
取
り
給
ふ
。
是
が
即
如
來
の
光
明
の
御
徳
と
申
も
の
な
り
」（
四
十
五
丁
表
）

⑵ 

「
八
寒
の
さ
む
さ
も
餓が

鬼き

の
飢き

渇か
つ

も
何
の
其
の
。
死
ぬ
る
今
は
の
其
時
ハ
。
臨
終
正
念
安
心
不
退
無
数
の
聖
衆
に
手
を
ひ
か

れ
。
易や
す

々ゝ
と
生
死
の
此
世
を
渡
り
捨
て
。
未
來
淨
土
へ
直
參
と
ハ
。
あ
ら
嬉う
れ

し
や
と
落
つ
か
る
ゝ
ハ
。
取
も
直
さ
す
光
明
遍

照
の
御
利
益
な
り
と
心
得
て
。
日
日
念
誦
相
續
が
肝
要
」（
四
十
五
丁
裏
）

⑹ 

「（『
不
空
羂
索
経
』
の
土
砂
加
持
の
記
事
を
採
り
上
げ
た
後
）
…
是
を
以
て
興
教
大
師
ハ
。
亡
者
の
後
世
を
助
く
る
為
に
ハ
。

光
明
眞
言
尤
勝
れ
た
り
。
勤つ
と
めめ

易や
す

く
し
て
。
而
も
一
定
後
世
の
助
か
る
法
な
り
と
仰
せ
ら
れ
た
り
」（
五
十
七
丁
裏
）

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
光
明
真
言
は
、
大
日
如
来
の
真
言
で
あ
り
、
そ
の
梵
字
の
二
十
三
文
字
に
は
、
諸
仏
・
菩
薩
の
光
明
が
凝

縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
光
明
真
言
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
に
罪
業
深
き
者
で
も
、
大
日
如
来
と
等
し

― 2（3 ―



現代密教　第22号

く
な
り
、
命
終
の
際
に
は
有
縁
の
浄
土
へ
と
往
生
で
き
る
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
光
明
真
言
和
讃
の
中
で
、
特
に
興
味
深
い
の
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
光
明
真
言
の
功
徳
を
説
き
示

す
点
で
あ
る
。

⑸ 

「
經
に
ハ
。
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
と
説
き
給
へ
バ
。
誹
謗
正
法
の
者
ハ
。
阿
彌
陀
如
來
の
本
願
に
も
漏も

る
る
姿す
が
たに

見
請
た
り
。

そ
れ
故
念
佛
弘
通
の
元
祖
法
然
上
人
が
。
七
箇
條
教
誡
の
第
一
條
の
註
に
ハ
。
誹
謗
正
法
既
に
彌
陀
の
本
願
に
除
く
。
其
の

報 

那
落
に
堕
す
べ
し
と
仰
せ
ら
れ
た
り
。
此
誹ひ

謗は
う

正
法
一
闡せ
ん

提だ
い

の
人
ま
で
も
。
漏も
ら

さ
ず
助
け
給
ふ
が
。
獨
ひ
と
り

眞
言
陀
羅
尼
の

功
力
な
り
」（
五
十
二
丁
表
）

⑹ 

「
我
我
ハ
。
唯
除
五
逆
と
除の

け
ら
れ
て
。
彌
陀
の
大
悲
も
顯
教
に
で
ハ
漏
し
給
ふ
ハ
。
御
經
の
明
文
。
か
ゝ
る
極
惡
重
罪
の

人
ま
で
も
。
漏
さ
ず
救
は
せ
給
ふ
が
。
眞
言
陀
羅
尼
の
教
藥
な
れ
バ
。
此
旨
を
眞
言
陀
羅
尼
の
妙
教
ハ
。
餘
教
超
過
の
御
法

に
て
と
仰
せ
ら
れ
た
る
な
り
。
斯こ

の
醍
醐
妙
教
の
中
に
も
。
光
明
眞
言
ハ
。
大
日
如
來
の
眞
言
な
り
。
阿
彌
陀
の
眞
言
な
り
。

又
一
切
佛
菩
薩
の
總
眞
言
に
て
。
十
方
三
世
の
御
佛
の
恒
沙
の
福
智
を
集
め
た
り
。
二
十
三
字
に
籠
た
る
眞
言
な
れ
バ
。
無

量
無
邊
の
功
徳
あ
り
」（
五
十
九
丁
裏
～
六
十
丁
表
）

　

上
記
引
用
で
共
通
し
て
話
題
と
さ
れ
る
「
唯
除
五
逆
…
」
と
は
、
康
僧
鎧
訳
『
仏
説
無
量
寿
経
』（
大
正
蔵
№
三
六
〇
）
に
説
か

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
全
文
を
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。 

「
設
我
得
佛
。
十
方
衆
生
至
心
信
樂
。
欲
生
我
國
乃
至
十
念
。
若
不
生
者
不
取
正
覺
。
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法（

（（
（

」（『
無
量
寿
経
』）

　

こ
れ
は
、
法
蔵
菩
薩
（
阿
弥
陀
仏
の
因
位
）
が
立
て
た
四
十
八
願
の
う
ち
の
第
十
八
願
で
あ
り
、
特
に
浄
土
宗
・
真
宗
に
お
い
て
、

立
宗
の
根
拠
と
す
る
有
名
な
一
文
で
あ
る
。
そ
の
文
意
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
十
遍
唱
え
れ
ば
、
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
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が
で
き
る
が
、
五
逆
、
誹
謗
正
法
等
の
罪
を
犯
す
者
は
、
阿
弥
陀
の
救
済
か
ら
漏
れ
て
し
ま
う
と
説
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
和
解
』

で
は
、
浄
土
宗
の
開
祖
で
あ
る
法
然
（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
も
、
そ
の
著
作
『
七
箇
條
請
文
』（
七
箇
條
教
誡
）
に
お
い
て
、

正
法
の
誹
謗
者
は
地
獄
に
堕
ち
る
、
と
説
く
こ
と（

（（
（

を
指
摘
し
て
い
る
。

　
『
和
解
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
の
救
い
に
漏
れ
た
一
闡
提
の
者
も
、
真
言
・
陀
羅
尼
な
ら
ば
、
救
済
し
う
る
と
し
て
優
位

性
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
光
明
真
言
に
つ
い
て
、
⑹
「
他
作
自
受
の
他
力
の
中
の
大
他
力
を
は
。
こ
め
て
漏
ら
さ
ぬ
眞
言
…
…
」

（
六
十
丁
裏
）
と
も
表
現
し
て
い
る
。
以
上
の
文
か
ら
は
、
当
時
の
真
言
宗
に
お
け
る
、
浄
土
宗
・
真
宗
へ
の
対
抗
意
識
が
窺
え
る

の
で
あ
り
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
光
明
真
言
の
実
践
を
位
置
付
け
る
点
に
、『
和
解
』
の
特
色
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。

　
　

５　

結
語
に
か
え
て

　

以
上
、
明
治
十
四
年
に
編
纂
さ
れ
た
、
服
部
鑁
海
著
『
在
家
勤
行
法
則
和
解
』
を
中
心
に
、
明
治
初
期
の
真
言
宗
に
お
け
る
「
在

家
勤
行
法
則
」
の
性
格
を
探
っ
て
き
た
。
本
論
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、「
在
家
勤
行
法
則
」
は
、
新
た
な
真
言
宗
の
あ
り
方
、

檀
信
徒
と
の
関
係
構
築
を
模
索
す
る
中
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
近
代
の
所
産
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、『
和
解
』
に
示
さ
れ
た
理
解
・
解
釈
は
、
従
来
の
伝
統
教
学
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
近
代
的
影
響
は
皆
無
に
等

し
い
。
わ
ず
か
に
、
十
善
戒
の
箇
所
で
、
戒
律
遵
守
と
治
国
・
鎮
護
国
家
と
を
結
び
付
け
た
慈
雲
の
説
を
引
く
と
こ
ろ
に
、
明
治
と

い
う
時
代
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
。

　

だ
が
、『
和
解
』
に
見
ら
れ
る
伝
統
的
理
解
は
、
布
教
の
ル
ー
ツ
を
知
る
上
で
、
ま
た
『
智
山
勤
行
式
』
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、

多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
『
和
解
』
に
お
い
て
、
衆
生
の
機
根
論
、
浄
土
論
や
往
生
論
に
関
連
し
て
、
興
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教
大
師
覚
鑁
の
思
想
が
援
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
れ
は
、
明
治
初
期
、
新
義
・
古
義
と
い
う
枠
を
超
え
、
真
言
宗
に

お
け
る
理
解
の
基
本
と
し
て
、
覚
鑁
の
思
想
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
明
治
時
代
に
お
け
る
覚
鑁
の
存
在
感
は
、
現

代
の
我
々
が
想
像
す
る
以
上
に
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
。

　

今
か
ら
わ
ず
か
百
数
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
和
解
』
に
お
け
る
覚
鑁
の
事
例
の
よ
う
に
、近
代
化
の
波
の
中
で
、我
々
、

真
言
末
徒
が
見
失
っ
た
伝
統
的
価
値
観
は
、
数
多
く
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宗
団
の
生
命
線
と
も
い
え
る
伝
統
の
維
持
・
復

元
の
た
め
に
は
、
近
代
の
検
証
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
地
道
な
検
証
の
過
程
に
こ
そ
、
新
た
な
創
造
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
く
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

註（
（
）
現
行
の
『
智
山
勤
行
式
』
が
編
纂
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
昭
和

五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
出
版
の
『
智
山
教
化
研
究
』
第
十
四
号
に

収
載
さ
れ
る
「
在
家
（
俗
人
）
に
適
す
る
勤
行
及
び
法
要
の
経
典
（
次

第
）
に
関
す
る
答
申
書
」（
智
山
教
化
研
究
所
編
）
に
詳
し
く
記
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
答
申
書
は
、
昭
和
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
宗

務
所
か
ら
の
諮
問
に
対
す
る
も
の
で
、在
家
勤
行
法
則
の
統
一
、在
家
・

教
師
の
兼
用
等
を
目
的
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際

に
収
集
さ
れ
た
宗
内
外
の
在
家
勤
行
法
則
は
、昭
和
八
年（
一
九
三
三
）

以
降
の
も
の
か
ら
実
に
三
十
五
種
類
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
『
智
山
勤
行
式
』
の
統
一
と
整
備
に
呼
応
す
る
形
で
、
以
下
の

よ
う
な
実
践
要
領
や
解
説
本
が
出
版
・
配
布
さ
れ
た
。

①  

生
き
る
力
―
智
山
勤
行
式
―
（
昭
和
五
十
九
年
：
真
言
宗
智
山
派

宗
務
庁
）

②  『
智
山
勤
行
式
』
お
つ
と
め
の
仕
方
（
平
成
九
年
：
智
山
教
化
セ

ン
タ
ー
：
智
山
檀
信
徒
叢
書
①
：
教
化
推
進
資
料
十
八
）

③  『
智
山
勤
行
式
』
の
指
導
と
実
際
（
平
成
九
年
：
智
山
教
化
セ
ン

タ
ー
：
教
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
①
）

（
2
）
福
田
良
歡
著
「
在
家
勤
行
法
則
の
製
作
年
代
及
び
弘
法
大
師
和
讃
の

變
遷
」（『
密
教
論
叢
』
六
：
昭
和
十
年
）

（
3
）
明
治
期
は
、
真
言
宗
諸
派
に
お
い
て
、
目
ま
ぐ
る
し
く
分
離
・
統
合

を
く
り
返
し
た
時
期
で
あ
る
。『
密
教
大
辞
典
』『
真
言
宗
年
表
』『
智
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山
年
表
』
等
を
参
酌
し
て
整
理
す
る
と
、ま
ず
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）

三
月
の
太
政
官
逹
に
よ
っ
て
、
金
剛
峯
寺
・
教
王
護
国
寺
は
古
義
真

言
宗
の
総
本
山
、
智
積
院
・
長
谷
寺
は
新
義
真
言
宗
の
総
本
寺
と
定

め
ら
れ
、
翌
七
年
（
一
八
七
四
）
三
月
に
は
各
宗
各
派
に
管
長
を
別

置
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
。
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
五
月
に
、

仁
和
寺
・
大
覚
寺
等
の
諸
寺
合
同
の
も
と
、「
西
部
真
言
宗
」
と
し
て

独
立
し
、
管
長
を
別
置
し
た
。
こ
の
一
件
が
契
機
と
な
り
、
同
年

十
二
月
に
は
真
言
宗
の
新
義
・
古
義
が
分
離
し
て
、
各
派
に
管
長
を

別
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
翌
十
二
年
（
一
八
七
九
）
四

月
に
は
、内
務
省
達
に
よ
り
、真
言
宗
各
派
別
置
管
長
制
が
廃
止
さ
れ
、

教
王
護
国
寺
を
中
心
と
す
る
一
宗
一
管
長
制
に
改
め
ら
れ
た
。
①
法

則
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
真
言
宗
諸
派
が
合
同
さ
れ

た
時
期
に
あ
た
る
。

（
（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』
下
巻
、
九
五
六
頁
（『
布
教
実
歴
談
』）

（
（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』
下
巻
、
九
五
九
～
九
六
〇
頁
、
九
七
〇
頁
（『
布

教
実
歴
談
』）

「
そ
れ
か
ら
私
は
光
明
眞
言
を
唱
へ
る
時
に
木
魚
を
入
れ
た
ら
よ
く

揃
ふ
て
よ
い
と
思
ひ
。
此
の
事
を
熱
心
に
主
張
い
た
し
。
さ
て
採

决
と
な
り
ま
す
と
賛
成
は
タ
ッ
タ
私
一
人
で
肉
弟
の
朝
比
奈
（
智

泉
）
さ
へ
も
賛
成
を
し
て
く
れ
ぬ
。
…
…
」

「
光
明
眞
言
の
唱
へ
方
に
つ
き
て
私
は
木
魚
に
合
は
せ
て
。
オ
ン
ア

ボ
キ
ャ
ー
ベ
イ
ロ
ー
シ
ャ
ノ
ー
マ
カ
ボ
ダ
ラ
ー
と
い
ふ
樣
に
長
く

引
い
て
唱
へ
た
ら
異
句
同
音
に
よ
く
揃
ふ
て
よ
か
ら
う
と
思
へ
。

此
の
事
を
各
地
で
試
み
た
上
。
高
野
で
も
一
週
間
ほ
ど
説
教
し
て

盛
ん
に
此
の
風
を
勸
め
ま
し
た
所
。
誠
に
う
ま
い
こ
と
揃
い
ま
す

の
で
。
高
野
で
さ
へ
こ
れ
な
れ
ば
大
丈
夫
と
思
ふ
て
居
り
ま
す
と
。

あ
る
僧
が
ヒ
ヨ
ッ
ク
リ
と
參
り
。
私
の
光
明
眞
言
の
唱
へ
方
を
難

じ
て
。
私
議
臆
説
な
り
と
い
つ
て
ヒ
ド
イ
事
を
申
し
ま
し
た
の
で
。

ホ
ー
ゝ
の
體
に
下
山
を
致
し
ま
し
た
が
。
…
…
」

（
（
）
長
谷
寶
秀
述
『
真
言
宗
安
心
要
義
』
五
十
一
～
五
十
二
頁
（
昭
和

十
三
年
：
六
大
新
報
社
）

（
（
）
長
谷
寶
秀
述
『
真
言
宗
安
心
要
義
』
五
十
五
～
五
十
六
頁

（
（
）『
真
言
宗
檀
信
徒
教
本
』
と
は
、
豊
山
派
常
在
伝
道
師
で
あ
っ
た
佐
藤

光
峰
（
獨
嘯
）
が
、
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
如
意
輪
堂
か

ら
出
版
し
た
在
家
勤
行
法
則
の
解
説
本
で
あ
る
。
次
第
の
配
列
は
、

同
時
代
の
在
家
勤
行
法
則
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
た
だ
懺
悔
文
の

前
に
祈
祷
文
、
ま
た
宝
号
に
は
南
無
興
教
大
師
を
加
え
て
い
る
。

　

祈
祷
文
「
今
上
皇
帝
寶
祚
長
遠
。
國
體
鞏
固
萬
民
豊
樂
。
佛
日
增

輝
常
轉
法
輪
。（
別
願
趣
旨
任
意
祈
念
す
べ
し
）乃
至
法
界
平
等
利
益
。」

　

ま
た
、
発
菩
提
心
真
言
・
三
摩
耶
戒
真
言
・
光
明
真
言
の
と
こ
ろ

で
は
、「
印
は
明
師
に
請
て
受
持
す
べ
し
」
と
し
、
ま
た
読
経
の
と
こ

ろ
で
は
、「
心
經
。
或
は
普
門
品
。
諸
眞
言
等
を
読
誦
し
。
祈
禱
。
回

向
。
意
に
任
す
」
と
註
し
て
お
り
、
時
代
に
よ
る
在
家
勤
行
法
則
の

展
開
の
あ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
9
）
慈
雲
著
『
十
善
略
説
・
四
恩
略
説
』（
明
道
協
会
：
明
治
一
七
年
出
版
）

を
参
照
。『
和
解
』で
は
、「
十
善
畧
説
葛
城
慈
雲
和
尚
原
稿

」と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（0
）
柏
原
祐
泉
著
『
日
本
仏
教
史　

近
代
』
二
五
～
二
六
頁

（
（（
）『
大
正
蔵
経
』
第
八
十
三
巻
七
七
二
頁
上
段
～
七
七
三
頁
上
段
（
御
文
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現代密教　第22号

一
帖
目
）

「
サ
レ
ハ
平
生
業
成
ト
イ
フ
ハ
。
イ
マ
ノ
コ
ト
ハ
リ
ヲ
キ
キ
ヒ
ラ
キ

テ
。
往
生
治
定
ト
オ
モ
ヒ
サ
タ
ム
ル
ク
ラ
ヰ
ヲ
。
一
念
發
起
住
正

定
聚
ト
モ
。平
生
業
成
ト
モ
。即
得
往
生
住
不
退
轉
ト
モ
イ
フ
ナ
リ
」

（
文
明
四
年
十
一
月
二
十
七
日
の
項
）

（
（2
）
慧
遠
撰
『
無
量
寿
経
義
疏
』
上
卷
（
大
正
蔵
№
一
七
四
五
：
三
七
巻

一
一
二
頁
ａ
段
）

吉
藏
撰
『
無
量
寿
経
義
疏
』（
大
正
蔵
№
一
七
四
六
：
三
七
巻
一
二
三

頁
ｂ
段
）

（
（3
）『
弘
法
大
師
全
集
』
第
二
輯
七
九
七
頁
（『
御
遺
告
』）
の
取
意
の
文
か
。

（
（（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』下
巻
、八
四
七
～
八
四
九
頁（
真
言
安
心
和
讃
）、

八
五
〇
～
八
五
二
頁
（
光
明
真
言
和
讃
）

（
（（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』下
巻
、八
五
八
頁（
光
明
眞
言
和
讃
の
後
記
）や
、

同
九
四
八
頁
（『
布
教
實
歴
談
』）
等
に
詳
し
い
。

（
（（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』
下
巻
、
九
五
六
頁
（『
布
教
実
歴
談
』）

（
（（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』
下
巻
、九
六
〇
～
九
六
一
頁
（『
布
教
実
歴
談
』）

「
さ
て
此
の
會
の
議
題
の
第
一
が
本
尊
を
一
定
す
る
と
い
ふ
こ
と
で

あ
り
ま
し
た
の
で
。
八
祖
さ
ん
と
い
ふ
説
も
あ
り
。
彌
勒
さ
ん
と

い
ふ
説
も
あ
り
。
大
日
さ
ん
と
い
ふ
説
も
あ
り
。
い
ろ
ゝ
あ
り

ま
し
た
が
。私
は
台
藏
の
大
日
と
し
。左
を
光
明
眞
言
の
字
輪
と
し
。

右
を
大
師
さ
ん
と
す
れ
ば
。
和
讃
の
本
尊
と
な
る
の
で
よ
か
ら
う

と
申
し
ま
し
た
所
。
新
義
の
方
か
ら
中
を
大
日
さ
ん
と
し
。
右
を

弘
法
大
師
。
左
を
興
教
大
師
さ
ん
と
し
や
う
と
い
ふ
説
が
出
ま
し

た
。
す
る
と
横
濱
の
增
徳
院
の
佐
伯
妙
用
さ
ん
が
少
し
酒
の
氣
味

に
て
エ
ー
き
た
な
い
と
云
ひ
ま
し
た
所
か
ら
。
新
義
派
の
人
人
は

大
に
腹
を
立
て
。
祖
師
を
き
た
な
い
と
は
何
に
事
じ
や
宜
し
く
議

塲
に
於
て
謝
罪
せ
し
む
べ
し
と
て
。
此
の
問
題
に
花
が
咲
き
肝
心

の
方
は
一
向
捗
ら
ず
。」

（
（（
）「
真
言
安
心
和
讃
」「
光
明
真
言
和
讃
」
は
、『
真
言
宗
安
心
全
書
』
下

巻
（
八
五
五
～
八
五
八
頁
）
に
も
収
録
さ
れ
る
。

（
（9
）『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻
、
一
一
七
六
頁
（『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』）

（
20
）『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻
、
一
一
七
八
頁
（『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』）

（
2（
）『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻
、
一
三
三
九
頁
（『
述
懐
詞
』）

「
所
謂
、
臨
終
の
剋
、
入
滅
の
時
、
若
し
生
を
離
る
る
こ
と
を
遂
げ

ず
、
成
佛
を
果
す
こ
と
無
く
ば
、
亦
、
正
念
を
得
て
、
定
て
倒
想

を
離
れ
、
忽
に
大
日
の
來
迎
に
預
り
、
速
や
か
に
遍
照
の
引
接
を

感
ぜ
ん
。
兩
部
界
會
の
加
持
す
る
所
、十
方
聖
衆
の
擁
護
す
る
所
、

密
嚴
の
金
刹
に
往
生
し
、
華
嚴
の
蓮
都
に
至
到
せ
ん
。」

（
22
）『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻
、
一
二
一
三
頁
（『
一
期
大
要
秘
密
集
』
：

六
発
菩
提
心
用
心
門
）

「
問
、
若
し
爾
ば
、
唯
、
此
の
觀
を
修
し
て
成
佛
を
得
る
や
。
答
、

唯
、
此
の
觀
に
依
て
全
く
餘
修
無
ら
ん
に
、
懈
怠
小
機
の
者
は
、

順
次
往
生
の
大
願
を
遂
げ
、
精
進
大
機
の
者
は
現
身
成
佛
の
悉
地

を
得
る
な
り
。」

（
23
）『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻
、
一
一
二
二
頁
（『
五
輪
九
字
明
秘
密
釈
』）

（
2（
）『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻
、
一
二
一
五
頁
（『
一
期
大
要
秘
密
集
』）

（
2（
）『
興
教
大
師
全
集
』
下
巻
、
一
二
一
五
頁
（『
密
厳
浄
土
略
観
』）

（
2（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』
下
巻
、九
四
七
～
九
四
八
頁
（『
布
教
実
歴
談
』）
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近代における「在家勤行法則」の成立と構造

「
次
に
出
た
の
が
所
謂
淨
土
論
で
あ
り
ま
し
た
。
…
（
中
略
）
…
三

日
間
に
亘
り
て
論
争
し
た
る
淨
土
論
も
終
に
漸
く
折
れ
合
ひ
が
つ

き
て
。
都
率
と
も
限
ら
ず
西
方
と
も
限
ら
ず
。
淨
土
は
十
方
に
あ

り
と
云
ふ
事
に
な
り
ま
し
て
。
遂
に
和
讃
の
文
句
も
往
生
極
樂
を

往
生
淨
土
と
改
め
ま
し
た
。」

（
2（
）『
真
言
宗
安
心
全
書
』
下
巻
、
九
六
二
頁
（『
布
教
実
歴
談
』）

「
此
時
或
寺
の
住
職
が
私
に
向
て
越
中
の
信
者
は
皆
兜
率
淨
往
生
を

信
ず
る
者
ば
か
り
ぢ
や
か
ら
。
十
方
淨
土
説
を
御
説
教
に
述
べ
る

は
御
斷
り
申
ま
す
。
二
千
餘
の
檀
家
に
離
檀
の
恐
れ
が
あ
り
ま
す

か
ら
と
申
し
ま
し
た
。」

（
2（
）
衆
生
の
疑
念
を
許
容
し
な
が
ら
も
、『
和
解
』
中
に
は
一
見
、
正
反
対

と
も
い
え
る
記
述
も
見
え
る
。

⑹ 

「
然
れ
ど
も
此
に
疑
あ
る
時
ハ
。
折せ

つ

角か
く

眞
言
唱
ふ
る
も
。
利
益
を

蒙
る
こ
と
薄う
す

し
。
仍
て
佛
家
に
ハ
。
疑
を
以
て
至
極
の
惡
業
と
す 

疑
あ
れ
バ
利
益
を
蒙
ら
ん
と
す
る
に
。利
益
な
き
者
な
り
」（
三
十
八

丁
裏
）

こ
の
記
述
は
、
純
粋
な
信
心
を
も
っ
て
唱
え
る
こ
と
の
、
よ
り
普
遍

的
な
利
益
を
主
張
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
29
）『
大
正
蔵
経
』
第
十
二
巻
二
六
八
頁
ａ
段
（『
仏
説
無
量
寿
経
』）

（
30
）『
大
正
蔵
経
』
第
八
十
三
巻
八
七
四
頁
下
段
～
八
七
五
頁
上
段
（『
西

方
指
南
抄
中
末

』）

「
一
、
普
く
予
の
門
人
、
念
佛
上
人
等
に
告
ぐ

い
ま
だ
一
句
の
文
を
窺
わ
ず
、
眞
言
・
止
觀
を
破
し
、
餘
の
佛
菩

薩
を
謗
り
奉
ず
る
を
停
止
す
べ
き
事

右
、
破
道
を
立
つ
る
に
至
る
者
、
學
生
の
經
る
所
な
り
。
愚
人
の

境
界
に
非
ざ
る
な
り
。
し
か
の
み
な
ら
ず
誹
謗
正
法
、
彌
陀
の
願

に
免
除
せ
ら
れ
た
り
。
其
の
報
、
ま
さ
に
那
落
に
堕
す
べ
し
。
あ

に
痴
闇
の
至
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
」

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

『
在
家
勤
行
法
則
和
解
』　
『
智
山
勤
行
式
』　
『
布
教
実
歴
談
』　

服
部
鑁
海

興
教
大
師
覚
鑁　

布
教
安
心　

十
善
戒　

光
明
真
言　

真
言
宗
安
心
和
讃

光
明
真
言
和
讃　

一
密
称
名　

順
次
往
生　

密
厳
浄
土
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